
第 ３ 章

平成1９年度事業実績



大項目 中 項 目

Ⅰ　快適で健やかな生活の実現
（１）  安全な水の確保（環境衛生チーム）   

（３）　安全で衛生的な環境の確保（環境衛生チーム）

（４）　人にやさしいまちづくりの推進（高齢者支援チーム）

（５）　安心して暮らせる住環境の整備促進（高齢者支援チーム）
① 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

（２）  食品等の安全性の確保（食品衛生チーム）  

（６）　人と動物の共生の推進（食品衛生チーム） 

① 生活衛生関係営業施設等の衛生指導事業
② 環境衛生確保対策事業
③ 家庭用品安全対策試買検査
④ ねずみ・衛生害虫等の駆除相談
⑤ 衛生講習会の実施
⑥ 温泉保護対策事業

　平成１９年度県南保健福祉事務所事業体系

Ⅱ 生涯にわたる健康づくりの推進

事         業          名

① 水道施設等の整備に関する指導
② 水道施設等の衛生指導
③ 飲用井戸水の衛生対策指導

① 食品営業許可施設等の指導
② 食品の安全対策事業

① 「福島県やさしさマーク」交付事業

① 管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況
② 犬に関する苦情処理
③ 飼い犬のしつけ方教室
④ 動物の譲渡事業
⑤ 小学校への獣医師派遣事業
⑥ 動物取扱業における動物適正管理対策

（１）　健康ふくしま２１県民健康づくり運動の推進（健康増進グループ）

（２）  生活習慣病予防の推進（地域支援・健康増進グループ）

（３）　成人保健・職域保健の推進（高齢者支援チーム）  

（８）　結核対策の推進（感染症予防チーム）

（６）　難病対策の推進（健康増進グループ）

（７）　感染症対策の推進（感染症予防チーム）

② 遷延性意識障害者治療研究事業
③ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

⑤ 原子爆弾被爆者対策事業

① 特定疾患治療研究事業

④ 難病在宅療養者支援体制整備事業

① 平常時対策

（４）　こころの健康づくり（障がい者支援チーム）

Ⅱ　生涯にわたる健康づくりの推進

④ 「健康ふくしま２１計画」推進地区組織育成支援事業

① 健康づくり栄養改善対策
② 栄養表示基準・誇大表示禁止の指導事業
③ 特定給食施設管理事業　

② ひきこもり家族教室
③ こころの健康・自殺予防対策事業

① 市町村歯科保健強化事業
② ヘル歯ーケア推進事業

（５）　歯科保健対策（健康増進グループ）

⑤ 「健康ふくしま２１計画」食環境整備事業

① 喫煙対策事業

① 老人保健事業市町村事務支援

① ひきこもり・心の健康相談事業

② 生活習慣病予防普及啓発事業

① 結核健康診断
② 結核医療事業
③ 結核患者管理事業
④ 結核対策特別促進事業

② 感染症患者発生時対策
③ 感染症発生動向調査
④ エイズ等予防対策
⑤ 予防接種普及事業
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大項目 中 項 目 事         業          名

Ⅲ　健康を支える医療の充実

（３）　災害時医療体制の充実（医事薬事チーム）     

（５）　医薬分業の適正な推進（医事薬事チーム）       

（６）　医薬品等の適切な使用、安全性の確保（医事薬事チーム）  

Ⅳ 誰もが安心して暮らせる福祉社会の推進

（９）　薬物乱用の防止（医事薬事チーム）

（１）　医療提供体制の整備 （医事薬事チーム）

② 第２次救急医療体制
③ 県南地域救急医療対策協議会
④ 県中・県南地域メディカルコントロール協議会
⑤ 救急救命法講習会

① 薬物乱用防止事業
② 指導取締事業

① 医療安全対策
② 医療機関監視指導事業

③ 災害時医薬品等備蓄供給体制の整備

① 骨随バンク登録推進事業

① 医薬分業の推進

① 薬事監視

（４）  移植医療の推進（医事薬事チーム）       

③ 医療法等に基づく許認可事務

① 災害時の救急連絡網の作成・配布　　

（２）　救急医療体制の整備（医事薬事チーム）

② 災害時用の医療資器材の保管管理　　

① 第１次救急医療体制

② 薬事法等許認可事務
③ 毒物劇物による危害の防止

① 献血推進事業
（７）　献血者の確保（医事薬事チーム）   

Ⅳ　誰もが安心して暮らせる福祉社会の推進
（１）　地域福祉の総合的・計画的推進（地域支援グループ）       

（２）　県民の福祉活動への支援・参加促進 （地域支援グループ）  

（３）　保護援助を必要とする女性への支援 （児童家庭支援チーム）    

（４）　生活援護を必要とする人への支援（地域支援・生活保護グループ）   

（１）　母子保健医療施策の推進（児童家庭支援チーム）   

（２）　子育て支援環境づくりの推進（児童家庭支援チーム）   

（３）　子育て家庭の支援（児童家庭支援チーム）       

② 市町村社会福祉協議会指導監査

① 市町村ボランティアセンター整備等

① 女性相談支援事業
② 配偶者暴力相談支援事業

① 市町村地域福祉計画の策定支援

② 育児不安を持つ親のグループミーティング事業
③ 豊かに「いのち」を育む支援事業
④ 特定不妊治療費助成事業
⑤ 医療援護事業

① 生活保護の適正実施
② 民生委員・児童委員の活動支援

① 家庭の虐待防止対策事業

① のびゆく子ども支援事業

（５）　人権擁護の推進 （児童家庭支援チーム） 

Ⅴ　妊娠・出産・子育て・子育ちを支える社会の推進

⑩ １０代の性いのち生きいきプロジェクト事業

① 児童手当の支給状況
② うつくしま子ども夢プランの推進
③ 保育所指導監査、認可外保育施設調査指導

⑥ 小児慢性特定疾患治療研究事業
⑦ 不妊総合相談事業
⑧ 先天性代謝異常検査事業
⑨ 新生児聴覚検査事業

① 母子・寡婦福祉事業

- 31 -



大項目 中 項 目 事         業          名

（４）　子育てと仕事の両立支援（児童家庭支援チーム）   

（５）　子どもの健全育成の推進（児童家庭支援チーム）      

（６）　子どもの権利擁護の推進（児童家庭支援チーム）      

（１）　介護保険事業支援計画等の推進（高齢者支援チーム）       

（２）　生きがいづくりと社会参加の促進（高齢者支援チーム）   

（３）　健康づくりと介護予防の推進（高齢者支援チーム）  

（４）　施設医療・介護の充実（高齢者支援チーム） 

（５）　介護保険制度の円滑な運営（高齢者支援チーム） 

（７）　小児医療体制の充実 ( 地域支援・医療薬事グループ）

Ⅵ　高齢者が心豊かに暮らせる社会の推進
② 小児医療支援体制確保事業

① 百歳高齢者知事賀寿事業
② 高齢社会対策推進事業
③ 老人クラブ活動等事業

① 第四次高齢者保健福祉計画及び第三次介護保険事業支援計画の進行管理等

① 放課後児童健全育成事業
② わくわく放課後支援事業
③ 障がい児受入支援事業

① 要保護対策の推進

① 保育所の状況
② 保育対策等促進事業等
③ 認可外保育施設の状況

① 地域支援事業
② 認知症予防対策事業

① 老人福祉施設の運営指導及び監査

① 介護保険認定
② 介護保険法事業者指定
③ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査

① 小児初期救急医療体制の確保

（１）　ノーマライゼーション理念の普及・啓発の促進（障がい者支援チーム）

（２）　総合療育体制の推進（障がい者支援チーム） 

（３）　雇用と就労の促進（障がい者支援チーム）     

（４）　自立の支援と社会参加の促進（障がい者支援チーム）

（５）　人権への配慮と医療の確保（障がい者支援チーム）  

（６）　在宅福祉サービスの充実（障がい者支援チーム）

Ⅶ　障がい者が自立し社会参加できる社会の推進

⑬ 地域生活支援事業（その他の事業）

② 障がい者小規模作業所運営事業
① 精神障がい者社会適応訓練事業

③ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査

① 精神保健福祉研修会の開催

① 障がい児（者）地域療育等支援事業

① 精神障がい者の措置入院等に関すること
② 精神病院実地指導及び入院者の実地審査
③ 精神障がい者通院医療費公費負担
④ 自立支援医療（精神通院医療）認定手続き関係事務

① 精神障がい者保健福祉手帳交付
② 精神障がい者福祉ホーム運営事業
③ 身体障がい者相談員の配置
④ 知的障がい者相談員の配置

⑪ 地域生活支援事業（移動支援事業）
⑫ 地域生活支援事業（地域活動支援センター機能強化事業）

⑤ 精神障がい者家族教室の開催

① 重度障がい者支援事業
② 特別障がい者手当等の支給事業
③ 身体障がい者訪問診査事業
④ 地域活動支援センター運営事業
⑤ 自立支援給付費負担事業（障害福祉サービス費等）
⑥ 自立支援給付費負担事業（自立支援医療（更生医療））
⑦ 自立支援給付費負担事業（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費）

⑨ 地域生活支援事業（相談支援事業）
⑧ 自立支援給付費負担事業（補装具費）

⑩ 地域生活支援事業（日常生活用具給付等事業）
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大項目 中 項 目 事         業          名

（７）　障がい者の地域生活移行の促進（障がい者支援チーム）

Ⅷ　保健・医療・福祉のさらなる推進
(１）　健康危機管理の体制整備（地域支援グループ、高齢者者支援・医事薬事チーム）

(２）　情報ネットワークの構築（地域支援グループ）      

(３）　サービス総合化のシステムの確保（地域支援グループ）

(４）　保健・医療・福祉における研修の推進（地域支援グループ）

(５）　保健・医療・福祉の人材の確保と資質の向上（地域支援グループ）

① 健康危機管理体制の整備充実

⑥ 精神障がい者地域生活移行促進事業

① 地域保健福祉活動推進研修

② 実習生に対する教育・実習指導

① ホームページ管理運営事業
② 社会関係及び保健衛生統計調査

① 県南地域保健医療福祉推進会議

② 地域在宅ケア研修

⑦ 地域生活移行調整会議の設置

① 医師臨床研修「地域保健・医療」研修

② 矢祭町障がい者自立支援センターの整備
③ 地域活動支援センターへの相談室整備
④ 障害福祉サービス事業所の整備
⑤ 社会福祉施設等（自立支援関連施設）施設の整備

① 県南障がい保健福祉圏域プランの実施

- 33 -



- 34 -

Ⅰ 快適で健やかな生活の実現

Ⅰ－１） 安全な水の確保

１ 水道施設等の整備に関する指導

（根拠） 水道法

平成１９年３月末現在の管内の水道普及率は91.8％と県平均91.8％と同レベルに

ありますが、山間部を抱える東白川郡３町村においては投資効率の観点等から普及

率が伸びておりません。

安心して飲める「おいしい水」が安定的に供給されるよう、また市町村等の水道

施設の整備が計画的かつ効率的に進められるよう、水道事業者に対する指導を実施

しました。
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２ 水道施設等の衛生指導

水道法及び福島県給水施設等条例に基づき水道施設等の立入検査を実施し、維持管

理状況の把握や衛生管理指導を実施しました。（参照資料編 表1）

３ 飲用井戸水の衛生対策指導

有害物質等による汚染が判明した飲用井戸の利用者に対しては水道水への転換を

指導したほか、水質検査の実施を指導しました。また、地下水環境基準を超過した

井戸について、県南地方振興局と連携して飲用指導を行いました。

Ⅰ－２） 食品等の安全性の確保
「福島県食品安全確保に関する基本方針」及び「食品安全確保対策プログラム」に

基づき農産物の残留農薬、食品中の添加物等の収去検査を実施するなど、生産から消

費に至る全ての段階で一貫した食品の安全性を確保し、さらに県が策定した「平成

１９年度食品衛生監視指導計画」に基づいて製造施設等の監視指導を実施し、食中毒

等、食品に起因する健康被害の未然防止を図りました。

また、食品取扱者や消費者を対象とした衛生講習会、小学校の児童を対象とした食

の安全教室など各種講習会を開催し、広く食品衛生思想の普及啓発を行いました。

1 食品営業許可施設等の指導

（根拠） 食品衛生法

（１） 食品営業施設の許可状況

平成１９年度末現在の食品営業許可施設数は3,570施設で、このうち飲食店営

業が1,681施設と全体の４７％を占めており、次いで喫茶店営業、乳類販売業の

順となっています。

また、営業許可を要しない施設数は3,347施設で、このうち菓子販売業が1,589

施設と全体の４７％を占めており、次いで食品販売業、野菜果物販売業の順とな

っています。 （参照資料編 表2，表3）

（２） 食品関係施設の監視・指導

食品の製造加工、調理・販売施設など食品取扱施設に対する定期的な立入検査

を行って衛生確保の徹底を図るとともに、夏期一斉及び年末一斉取り締まりなど

により食中毒等の事故防止を指導しました。

平成１９年度における監視指導総数は6,722件で、その内許可施設の延べ監視

件数は4,012件、許可を要しない施設の延べ監視件数は2,710件となっています。

（参照資料編 表2，表3）

また、卸売市場について施設の拭き取り検査を行い、その検査結果に基づいて

施設の衛生管理を指導しました。

■拭き取り検査

施 設 回 数 検 体 数 備 考

卸売市場（魚介 ２ ２８（14ヵ所×2） 腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ菌・大腸菌群・

類せり売業） 黄色ﾌﾞドウ球菌
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２ 食品の安全対策事業

（根拠） 食品衛生法

（１） 食品等の収去検査

違反又は不良食品の流通を防止するため、食品製造施設や販売施設等から食品

等の収去検査及び買上検査を行い、その結果に基づいて衛生確保の指導を行いま

した。検査結果としては、魚介類加工品で１件、添加物の使用基準違反がありま

したが適切に指導しました。 （参照資料編 表4）

■食品別収去検査状況

食品種別 総検体数 一般収去 安全対策収去
魚介類 １９ １６ ３
冷凍食品 １０ １０
魚介類加工品 ３１ ３１
肉卵類加工品 ３６ ３２ ４
乳製品 ２ ２
アイスクリーム類 ８ ８
穀類・その加工品 ６１ ５７ ４
野菜果物・その加工品 １８８ １３６ ５２
菓子類 ５９ ５９
清涼飲料水 ５ ５
水 １ １
その他の食品 ８ ６ ２

合 計 ４２８ ３６１ ６７
病原性微生 残留農薬・貝

検 査 目 的 物・食品の 毒・食品添加
成分規格・ 物等
一般細菌等

■食品別買上検査

食品種別 買上検体数 検査目的

魚介類 ３ ｲﾜﾅ.ﾆｼﾞﾏｽ（抗生物質等）
合 計 ３

（２） 食品衛生思想の普及啓発

ア 衛生教育

食品関係営業者や集団給食施設従事者などを対象に、衛生管理意識の向上や食中

毒防止に関する衛生教育を行うとともに、食品営業者等からの依頼に対しては、講

師を派遣しての衛生講習会（出前講座）を実施し、食品衛生思想の普及啓発に努め

ました。

また、小学校の児童を対象に食

の安全教室を開催し、手洗い実習

等の体験学習を通じて幼少期から

の食中毒予防の普及啓発に努めま

した。

衛生教育の実施状況は、講習会

を94回開催し、受講者は2,768名

で、出前講座は28回、受講者は

882名でした。
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イ 食品衛生月間事業

食品衛生月間（８月）中に、「食の安全確保をどう考えるか？」をテーマとした

リスクコミュニケーションの場（食の安全フォーラム）を設け、消費者、生産（製

造）者、行政が意見交換を行いました。さらに、食品衛生街頭キャンペーン等も実

施し、食品衛生に対する知識の普及啓発を図りました。

■食の安全フォーラム(パネルディスカッション等)

月 日 会 場 参 加 者（７０名）

８月１日 棚倉町文化センター ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：県南保健福祉事務所長

「倉美館」 ﾊ ﾟ ﾈ ﾘ ｽ ﾄ：消費者団体、生産(製造)

者、食品等事業者及び行政の代表

■街頭キャンペーン

月 日 場 所 参 加 者

８月１日 ヨークベニマル棚倉店 保健所６名、県南食品衛生協会１５名

８月３日 ベイシア白河モール店 保健所５名、県南食品衛生協会 ９名

（３）『食品安全１１０番』の状況

食品の安全に関する苦情、相談、問い合わせ等の総合窓口として、保健所に『食

品安全１１０番』を設置するとともに、違反や事件の疑いのあるものについては、

食品衛生関係法令を所管する関係機関と連携し、立入調査を行うなどして違反等の

再発防止に努めました。

苦情・相談の件数は、１０件（異味異臭１件、表示不良食品４件、異物混入食品

４件、衛生管理不良１件）でした。

■食品１１０番受付件数

処 理 件 数

受付件数 当 所 他保健所へ通報

８ ２

（４） 食中毒の発生状況

平成１９年度、管内においては、２件の食中毒事件が発生しました。

■食中毒の発生件数

年 度 １５ １６ １７ １８ １９

発生件数 １ ２ ０ ０ ２

※平成19年度内訳 ①原因施設：家庭、病因物質：サルモネラ属菌(S. Enteritidis)

②原因施設：家庭、病因物質：植物性自然毒(ツキヨタケ)

（５） 調理師・製菓衛生師試験

■管内受験者の状況

受験者数 合格者 合 格 率

調理師試験 ７３ ６３ ８６.３ ％

製菓衛生師試験 ３ ３ １００ ％
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Ⅰ－３） 安全で衛生的な環境の確保

１ 生活衛生関係営業施設等の衛生指導事業

(根拠）興行場法、旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、

墓地埋葬等に関する法律、温泉法他

生活衛生関係営業施設は、漸減傾向にあり、中でも施設の老朽化や営業形態の変

化により旅館やクリーニング取次所の廃止が大きく影響しています。

営業施設に対しては定期的な監視指導を実施し、衛生管理基準の遵守に向けた指

導を行いました。（参照資料編 表5）

■市町村別環境衛生関係営業施設数 平成20年3月31日現在

ア ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所の内訳

イ 興行場の内訳
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ウ 公衆浴場の内訳

エ クリーニング所の内訳

オ 理容・美容所及びクリーニング所従業員数の内訳

（２） 生活衛生関係その他の施設 平成20年3月31日現在

ア 火葬場等施設内訳調べ

イ 特定建築物の内訳
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ウ 建築物環境衛生に係る登録営業者の内訳

エ 遊泳用プール施設の内訳

２ 環境衛生確保対策事業

（１） レジオネラ属菌水質検査事業

（根拠）レジオネラ属菌水質検査事業実施要領

旅館及び公衆浴場浴槽水のレジオネラ属菌行政検査を実施し、関連設備の衛生

管理指導を行いました。

レジオネラ属菌が検出された施設に対しては、直ちに立入検査を行うととも

に、改善対策実施後の確認のために自主検査の実施を指導しました。検査の結果

全ての施設において基準値以下となったことを確認しました。

■レジオネラ属菌水質検査結果

（２） 理容・美容所衛生確保対策事業

（根拠）理容・美容所衛生対策確保対策事業実施要領

皮膚に接する器具の消毒効果確認のため、フードスタンプを用いてブドウ球菌

及び一般細菌の検査を実施し、その結果に基づき消毒方法について適切な指導、

啓発を行いました。

陽性となった施設に対しては、立入等により適切な消毒方法を指導しました。

■フードスタンプ検査結果

３ 家庭用品安全対策試買検査

（根拠）家庭用品試買検査実施要領

乳幼児用衣服や繊維製品、エアゾール製品等の家庭用品について試買検査を実施し
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ました。検査の結果、全て基準に適合していることを確認しました。

■家庭用品安全対策試買検査状況

４ ねずみ・衛生害虫等の駆除相談

住民からの相談に対して害虫等の同定、駆除相談に応じるとともに、内容によって

は現地確認又は専門業者の紹介を行いました。

５ 衛生講習会の実施

営業者の衛生管理意識の向上を図るため、関係組合からの依頼に対して職員を派遣

し衛生講習を実施したほか、保健所主催の講習会も実施しました。

６ 温泉保護対策事業

（根拠）福島県温泉保護利用対策要綱等

福島県温泉保護利用対策要綱及び関連通知に基づき、温泉資源の枯渇防止、安定供

給及び有効利用を図るため、源泉の管理状況、湧出量及び揚湯量の変化を監視しまし

た。

また、温泉を公共の浴用に利用している施設に対して監視指導を行い、温泉の適正

利用を図りました。
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Ⅰ－４） 人にやさしいまちづくりの推進

「福島県やさしさマーク」交付事業

（根拠） 福島県やさしさマーク交付要綱

商店、飲食店、理美容所、金融機関、病院など不特定多数の人が利用する施設で、

お年寄りや身体の不自由な人をはじめ、すべての人が安心して利用できるよう段差、

通路幅の確保、車いす用トイレの整備など「人にやさしいまちづくり条例」の整備基

準を満たしている建物に「やさしさマーク」を交付しています。

平成１９年度交付実績 １件 （参照資料編 表6）

Ⅰ－５）安心して暮らせる住環境の整備促進

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

（根拠） 福島県高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱

高齢者が自宅における転倒等により要介護（要支援）状態とならないよう、住宅改

修を実施する者へ改修資金を助成することにより介護状態に陥ることを予防し、併せ

て自立した在宅生活の継続を図ることを目的に市町村へ補助金を交付しました。

■高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施市町村及び件数

市町村 実施有無 補助件数 市町村 実施有無 補助件数

白 河 市 ○ ２４ 棚 倉 町 ○ １１

西 郷 村 ○ ５ 矢 祭 町 ○ ２

泉 崎 村 ○ ４ 塙 町 ○ ５

中 島 村 鮫 川 村 ○ ９

矢 吹 町 ○ ４ 計 ８ ６４

Ⅰ－６）人と動物の共生の推進

「狂犬病予防法」及び「犬による危害の防止に関する条例」に基づき畜犬登録及び狂

犬病予防注射事業の推進指導並びに放置犬等に対する指導取り締まりを実施しました。

また、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物愛護ボランティア育成事

業、小学校への獣医師派遣事業、飼い犬のしつけ方教室及び動物の譲渡事業を実施し、

動物の愛護と適正飼養の普及啓発を図りました。

１ 管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況

(根拠) 狂犬病予防法

平成１９年度における管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況は、下表

のとおりです。 （参照資料編 表7）
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２ 犬に関する苦情処理状況等

（根拠）犬による危害の防止に関する条例

平成１９年度の犬に関する苦情件数は268件でした。その主な内容は、放浪犬・迷

い犬・放し飼いなどによる不適正飼養で、これらの苦情が全体の約65％（175件）を

占めています。 （参照資料編 表8,9）

３ 飼い犬のしつけ方教室

(根拠）飼い犬等のしつけ方教室実施要領

人と動物の共生に必要な基本的マナーを取得してもらうため、教室受講希望者を対

象に、学科講習及び実技講習の２部構成による「飼い犬等のしつけ方教室」を実施し

ました。

なお、平成１９年度の実施状況は次のとおりです。

区 分 回 数 受講者数

学 科 ６ ７９名 ※うち実技を伴わない親子講座１回を含む。

実 技 ５ ４４名

４ 動物の譲渡事業

（根拠）動物愛護管理対策事務取扱要領

動物の命もまた貴重なものであり、いたずらにその命を奪うべきではないという視

点に立って、保健所に収容された犬及び猫に生存の機会を与え適正飼養を促進するた

め、抑留犬及び引き取り依頼動物の譲渡事業を実施しました。

■譲渡の内訳

成 犬 ４ 頭

子 犬 ５ 頭

子 猫 ５ 頭

５ 小学校への獣医師派遣事業

（根拠）学校への獣医師派遣事業実施要領

幼少期から動物を愛護する気風を醸成し、生命尊重や友愛などの情操の涵養を図

るため、保健所の獣医師を小学校へ派遣し、動物の飼い方の指導や動物との触れ合

い等の体験型授業を実施しました。
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■獣医師派遣実施状況

派遣学校数 受講者数 協力者数※

８校 １４４名 １３名

※ 動物愛護ボランティア及び獣医師

６ 動物取扱業における動物適正管理対策

(根拠）動物愛護管理対策事務取扱要領

動物取扱施設等における動物の健康及び安全を保持するとともに、周辺の生活環境

の保全を図るため、動物取扱業者の立入指導を実施しました。

■動物取扱業施設状況 平成２０年３月３１日現在
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Ⅱ 生涯にわたる健康づくりの推進

Ⅱ－１） 健康ふくしま２１県民健康づくり運動の推進

１ 健康づくり・栄養改善対策

（１） 健康づくり・栄養改善指導

（根拠） 健康増進法

健康づくり及び栄養に関する指導について、特に栄養面からの面接指導・集団

指導・電話等で指導を行いました。

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

個別指導 延人員 ２５４人 ３８０人 ３４２人

集団指導 回 数 ３５回 ２４回 ２７回

延人員 １，２６２人 ８３７人 １，４６９人

（２） 市町村栄養改善事業の支援事業

市町村の栄養改善事業を支援するため、個別指導や集団指導（会議や研修会に

おける指導等）を行いました。

・個別指導 延べ回数 ７回 延べ人数 ７人

・集団指導 延べ回数 ４回 延べ人数 １７２人

（３） 管理栄養士・栄養士指導事業

（根拠） 栄養士法第２条

免許の申請、名簿訂正及び書換え、再交付等の事務を実施しました。

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

管理栄養士申請書等進達事務 １４件 ６件 ９件

栄養士申請書等進達事務 ２９件 ２４件 ２２件

管理栄養士国家試験等の事務指導 １１件 ４件 ５件

窓口相談等 ４件 ３件 １１件

２ 栄養表示基準・誇大表示禁止の指導事業

（根拠） 健康増進法第３１条及び３２条の２

販売する食品の栄養表示及び販売する物に関しての広告、その他の表示について指

導を実施しました。

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

栄養表示等相談および指導 ３６件 ３６件 ２１件

３ 特定給食施設管理事業

（根拠） 健康増進法第２０条

継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要な施設に対し指導を実施しま

した。
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■特定給食施設数

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

特定給食施設 ７２施設 ７３施設 ７１施設

小規模特定給食施設 ４４施設 ４０施設 ４３施設

計 １１６施設 １１３施設 １１４施設

（１） 集団指導（特定給食施設講習会）

（根拠） 健康増進法第１８条第１項第２号外

健康増進に果たす給食の役割について理解を深めるとともに、給食運営に関す

る必要事項及び健康に関する各種情報の取得を促すことを目的に実施しました。

講習会は、給食施設栄養管理点検票に基づく巡回指導の結果から、給食施設設

置者若しくは管理者及び給食従事者に対し実施しました。

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

開催回数 ８回 ４回 ３回

参加者数 延 ３７０人 延 ２０５人 延 ２１７人

参加施設数 延 ３２１施設 延 １６７施設 延 １６４施設

（２） 特定給食施設等に対する個別指導の実施結果

（根拠） 健康増進法第１８条第１項第２号外

健康増進法第１８条第１項第２号及び第２２条による指導助言を９２施設に実

施しました。

４ 「健康ふくしま２１計画」推進地区組織育成支援事業

健康づくり対策においては、地域ボランティアの積極的な地域活動への参画が重要

であるため、市町村が行う食生活改善推進員の育成及び地区組織活動を支援しました。

地区食生活改善推進員連絡協議会支援（管内食生活改善推進員数１９３人）

県南地区活動：個別相談２４回

組織支援 ８回 延べ人数 ５６７人

【総会２回（県総会含む）、理事会４回、研修会１回、地区活動１回】

５ 「健康ふくしま２１計画」食環境整備事業
（根拠） 「うつくしま健康応援店」事業実施要領

管内の飲食店等が外食を通した健康づくりの必要性を認識し、食事の栄養成分表示
や健康に配慮した食事の提供に取り組んでもらうことにより、住民が安心して外食を
楽しめる食環境の整備（うつくしま健康応援店）を図りました。
今後とも、各市町村に「うつくしま健康応援店」登録店舗数の拡大を図ります。

（１） 事業内容：①メニューの栄養成分表示
②栄養・健康情報の提供
③ヘルシーメニューの提供
（強調メニュー、体にやさしいオーダーメニュー）

④禁煙・分煙の実施

（２） 「うつくしま健康応援店」登録店舗数

平成１５年度 ３店舗

平成１６年度 ９店舗

平成１７年度 １１店舗

平成１８年度 ８店舗

平成１９年度 １２店舗 計４３店舗
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Ⅱ－２） 生活習慣病予防の推進

１ 喫煙対策事業

（根拠） 健康増進法第２５条

「健康ふくしま２１計画」では、生活習慣病予防のため、「喫煙対策」の取り組み

を重要課題としていることから、成人の喫煙率の減少、未成年者の防煙に重点を置い

た対策を推進しました。 （参照資料編 表10）

事業内容

（１） たばこによる健康被害等の情報提供、普及啓発に関すること

・啓発用チラシの配布 １，０００枚

（２） 禁煙支援に関すること

・モデル事業所において医師による健康教育、従業員の禁煙指導等の禁煙支

援を行いました。

（３） 喫煙防止教育支援

・出前講座で講師派遣：小・中学校 ７回 ５０９人

その他関係団体 ４回 １３２人

２ 県南の地域・職域連携推進事業

「健康ふくしま２１計画」に掲げる目標を達成するため、地域保健と職域保健が連

携し、健康づくりのための健康情報の共有、保健事業の共同実施、保健事業の実施に

要する社会資源の有効活用を行い、生涯を通した継続的な保健サービスの提供体制の

整備を行いました。

（１） 県南の地域・職域連携推進協議会の設置・運営

・県南の地域・職域連携推進協議会の開催

・日 時 平成１９年１１月１２日

・参加者数 １９人

・県南の地域・職域連携推進協議会ワーキンググループの開催

・第１回 平成１９年１１月２２日（参加者数１３人）

・第２回 平成２０年 ２月 ７日（参加者数１２人）

（２） 地域・職域の実態調査（ヒアリング調査）

・関係機関の取組状況調査 関係機関 ８施設

・事業所のニーズ調査 事業所 ２０施設

（３） 普及啓発

・事業所における健康づくり対策を考える研修会の開催

・日 時 平成２０年 ２月２２日

・参加者数 ５０人

Ⅱ－３） 成人保健・職域保健の推進

老人保健事業市町村事務支援

住民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、市町村において、

老人保健法に基づく保健事業が実施されています。

保健事業は、①健康手帳の交付 ②健康教育 ③健康相談 ④健康診査 ⑤機能訓練

⑥訪問指導からなっており、４０歳以上を対象に事業が実施されておりますが、平成

１８年４月の介護保険法改正に伴い、６５歳以上に対する事業は、健康手帳の交付及

び健康診査を除き、介護保険法上の地域支援事業（介護予防事業）として再編されて
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います。

その他、がん検診や肝炎ウィルス検診等も実施されています。（参照資料編 表11）

これらの各事業の「保健事業平成１９年度計画」に基づく円滑な実施と、市町村高

齢者保健福祉計画の達成を図るため、市町村に対し助言及び支援を行いました。

（１）老人保健事業市町村事務技術的助言

（根拠） 老人保健事業（医療等以外）市町村事務技術的助言実施方針

生活習慣改善等を通じた疾病予防対策の推進、要介護状態予防対策の推進、健

康度評価の実施及び適切な事務執行のため、市町村に対し事務技術的助言を行い

ました。

・実施市町村：西郷村、中島村、矢吹町、塙町（管内の１／３程度）

Ⅱ－４） こころの健康づくり

１ ひきこもり・心の健康相談事業

（根拠） 福島県精神保健相談・訪問指導要領

心の悩みや不安、アルコールに関することなど様々な心の問題に対して、心の健

康相談窓口を設置し、精神科嘱託医が相談に応じるとともに、精神疾患の早期治療

の促進、精神障がい者の福祉的援助を行いました。

ひきこもりの状態にある本人または家族の相談窓口を、心の健康相談窓口に併せ

て設置し、疾患と社会的ひきこもりを判別し、対応のあり方についての指導と早期

回復に向けての継続的な支援を行うとともに、家族等を必要に応じてひきこもり家

族教室に紹介しました。

相談区分 開催回数 相談人数

（人） うちひきこもり相談

実人数 延人数 実人数 延人数

心の健康相談 ＊ ９ 15 17 4 4

その他来所相談 随時 40 61 17 19

電話相談 随時 80 218 3 3

家庭訪問 9 23 0 0

計 144 319 24 26

＊精神科医による相談

２ ひきこもり家族教室

（根拠） 福島県心の健康サポート事業実施要綱

ひきこもりの状態にある者の家族等が、ひきこもりに関する基本的な知識や対応

の心構えを学んだり、家族の悩み等を共有できる場を設け、家族の精神的安定を図

るとともに、家族の相互援助的な力を回復・強化し、家族と本人の関係を築き直す

機会につなげました。

平成１８年度 平成１９年度

・開催回数 ５回 ５回

・参加実人数 １８人 １１人

・参加延人数 ４３人 ２９人

対象者： ２０歳代から３０歳代の青年期を中心とした「ひきこもり」の状態にある者

の家族等で、かつ県南保健所が主催する「心の健康相談」等の相談を受けた者。
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３ こころの健康・自殺予防対策事業

（根拠） こころの健康・自殺予防対策事業実施要綱

近年増加の著しい中高年の自殺を抑制するため、自殺率の高い管内市町村又は企

業等を１か所以上選定し、地域に根ざした自殺予防対策を展開しました。

（１）うつ病及び自殺予防対策検討会

開催日・場所 主な内容 構成員 参加者数

平成１９年 ６月２７日（水） ・こころの健康・自殺予防 ・矢祭町関係職員
矢祭町役場会議室 対策事業について ６人

・矢祭町保健福祉関係者

平成２０年 ２月２０日（水） ・こころの健康・自殺予防 ・医師
矢祭町役場会議室 対策事業実施状況について

・平成２０年度事業計画 ・県南保健所 ８人
（案）について

（２）うつスクリーニングの実施

調査区分 調査方法 対象者 実施期間 協力者等

二次調査 面接調査 平成１８年度一 平成１９年９月３日 ・二次調査対象者

次調査の結果二 ・９月７日 273人

次調査の対象と ２回 ・二次調査受診者

なった者 6人

（３）こころの健康教室（うつ病及びうつ病予備軍と診断された住民への支援）

開催日・場所 主な内容 対象者 参加者数
平成１９年12月１２日（水） ・講話「こころのリラックスをはかる」

矢祭町山村開発センター ～一人でできるリラックスを体験して 二次調査の結果、 ６人
みましょう～ 有所見となった者
・茶話会

平成１９年１２月２１日（金） ・講話「こころのリラックスをはかる」 二次調査の結果、
矢祭町山村開発センター ～カラーセラピーを体験してみましょ 有所見となった者 ３人

う～

・茶話会

（４）自殺予防対策キャンペーン

開催日・場所 主な内容 時間 実施方法 参加者数

平成１９年７月２６日（木） ・講演会 演題「こころを健康 保健所が主催

ユーパル矢祭 に保ち自分らしくいきるために」 18:30～20:30 ９５人

～こころのかぜ・うつ病を知っ 精神科医師に

ていますか～ よる講演

・「うつ病を知っていますか」

の普及啓発チラシの配布

（５）普及啓発

場所 主な内容 対象者

矢祭町町内 うつ病及び自殺予防に関する正しい理解の普及啓 矢祭町町民

発のための「ちらし」を作成し配付
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Ⅱ－５） 歯科保健対策

１ 市町村歯科保健強化推進事業
（根拠） 市町村歯科保健強化事業実施要綱

市町村の地域特性に応じた支援を行うために、歯科保健情報システムの活用により
市町村歯科保健支援体制検討会及び地域歯科保健推進研修会を開催し、歯科保健情報
体制の構築を図りました。

（１） 歯科保健情報システム
市町村の歯科保健に関する情報について、集計、分析を行い、市町村歯科事業評

価及び計画を支援しました。 （参照資料編 表12）

（２） 市町村歯科保健強化推進検討会
・日 時：平成２０年 ２月 ４日
・場 所：県南保健福祉事務所会議室
・出席者：管内市町村歯科保健担当者、管内歯科医師会代表 １７人
・内 容：①歯周疾患予防支援事業の報告

②平成１８年度歯科保健情報システムの結果報告
③「福島県歯っぴいライフ8020運動推進計画」の見直しについて

（３） 歯周疾患予防支援事業
・歯周疾患予防支援検討会

開催日： 第１回 平成１９年１１月２６日
第２回 平成２０年 １月２８日

出席者： ９人
内 容：①歯周疾患予防支援事業の概要

②歯周疾患予防支援教室の進め方

①歯周疾患予防支援教室の評価

・歯周疾患予防支援教室

開催日： 平成１９年１２月１０日

主席者： ６４人

２ ヘル歯ーケア推進事業
（根拠） ヘル歯ーケア推進事業実施要領

生涯を通して歯の健康づくりを推進するため、在宅療養者・高齢者に対し口腔保健指

導を行うとともに、介護施設保健担当者の口腔ケア支援、口腔ケアの助言指導を行い、

口腔状態の改善を図りました。

■施設入・通所者口腔保健指導

訪問施設名 指導実施者数 指導内容等

福島県からまつ荘 ３２８人（１７回） 施設入所者への口腔ケア指導

施設職員への口腔ケア指導

大信「聖・虹の郷」 １６人（１回） 施設入所者への口腔ケア指導

施設職員への口腔ケア指導

福島県立西郷養護学校 ３５人（３回） 施設職員への口腔ケア指導

ＮＰＯ法人アクト ２９人（８回） 施設通所者への口腔ケア指導
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Ⅱ－６） 難病対策の推進

（根拠） 難病対策要綱

難病対策は、昭和４７年に定められた「難病対策要綱」に基づいて、行われており、

難病として行政施策の対象となる疾病の範囲を次の２項目に整理しています。

①原因不明で治療法が未確立であり、かつ後遺症を残す恐れの少なくない疾病

②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要する

ために家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病

対策の推進方法として、①調査研究の推進②医療施設の整備③医療費自己負担の軽

減④地域における保健医療福祉の充実・連携⑤ＱＯＬ（生活の質）の向上を目指した

福祉施策の推進を５本柱とし、総合的な難病対策の推進を図っています。

１ 特定疾患治療研究事業

（根拠） 福島県特定疾患治療研究事業実施要綱

特定疾患治療研究事業は、原因が不明で治療法が確立しておらず、かつ生活面への

長期にわたる支障がある特定の疾患について、原因の究明、治療法の確立に向けた研

究を行うとともに、医療費の自己負担分を公費負担することにより、患者及び家族の

みなさんの負担を軽減するものです。この特定疾患治療研究事業について、従来は、

自己負担部分の全額が公費負担とされてきましたが、平成１０年５月から、重症以外

の患者について定額による患者の自己負担が導入されています。

管内の平成１９年度の特定疾患医療受給者証所持者数は表１のとおりです。

総数は、６１８件で、疾患別では潰瘍性大腸炎１０３件、パーキンソン病７５件、

全身性エリテマトーデス４７件、網膜色素変性症４２件となっています。

■特定疾患治療研究事業承認件数（総数）

年度 １４ １５ １６ １７ １８ １９

件数 569 545 556 574 593 618
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NO 病     名 白河市西郷村 泉崎村中島村矢吹町 棚倉町矢祭町 塙町鮫川村 計
1 ベーチェット病 15 3 ― 1 4 2 ― 1 ― 26
2 多発性硬化症 7 1 ― ― 1 ― 1 2 1 13
3 重症筋無力症 4 1 ― ― 2 1 1 1 ― 10
4 全身性エリテマトーデス 17 7 1 2 5 5 5 3 2 47
5 スモン ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1
6 再生不良性貧血 4 1 ― 1 3 ― 2 ― 1 12
7 サルコイドーシス 7 6 1 1 2 2 2 1 ― 22
8 筋萎縮性側索硬化症 4 1 ― ― ― 1 ― ― ― 6
9 強皮症・皮膚筋炎および多発性筋炎 15 5 1 1 7 2 ― 1 4 36
10 特発性血小板減少性紫斑病 8 1 ― 1 2 6 2 ― ― 20
11 結節性動脈周囲炎 1 ― ― ― 1 ― ― 1 ― 3
12 潰瘍性大腸炎 53 12 2 2 13 7 6 5 3 103
13 大動脈炎症候群 3 ― ― ― ― 1 ― 1 ― 5
14 ビュルガー病 3 3 1 ― 1 ― 1 ― ― 9
15 天庖瘡 ― ― ― ― 2 2 ― 1 ― 5
16 脊髄小脳変性症 12 1 1 1 3 2 3 1 ― 24
17 クローン病 11 2 1 ― 2 1 ― 1 ― 18
18 難治性の肝炎のうち劇性肝炎 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 1
19 悪性関節リウマチ 2 ― ― 1 1 ― 1 2 ― 7
20 パーキンソン病 24 7 4 3 12 11 1 8 5 75
21 アミロイドーシス ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
22 後縦靱帯骨化症 16 3 ― ― 1 ― 2 ― 1 23
23 ハンチントン舞踏病 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
24 モヤモヤ病（ウイリス動脈輪閉塞症） 8 2 3 ― 1 ― 2 ― ― 16
25 ウエゲナー肉芽腫症 ― 1 1 ― ― ― ― ― ― 2
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症 10 1 ― 1 2 2 ― 3 1 20
27 多系統萎縮症 6 1 2 ― ― 1 ― ― 1 11
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
29 膿疱性乾癬 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― 2
30 広範脊柱管狭窄症 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
31 原発性胆汁性肝硬変 10 2 ― 1 2 2 ― 2 1 20
32 重症急性膵炎 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
33 特発性大腿骨頭壊死症 8 3 ― 1 1 2 2 ― ― 17
34 混合性結合組識病 2 3 1 ― 1 1 ― ― ― 8
35 原発性免疫不全症候群 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
36 特発性間質性肺炎 1 ― ― ― 1 ― 1 2 1 6
37 網膜色素変性症 20 5 1 ― 4 4 3 5 ― 42
38 プリオン病 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
39 原発性肺高血圧症 2 ― ― ― ― 1 ― ― ― 3
40 神経線維腫症 1 ― ― ― ― ― ― ― ― 1

41 亜急性硬化性全脳炎 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42 バッド・キアリ症候群 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43 特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型） 1 1 ― ― ― ― ― ― ― 2

44 ライソゾーム病（ファブリー病含む） 3 ― ― ― ― ― ― ― ― 3

45 副腎白質ジストロフィー ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

　 　　　　　　計 278 73 20 17 76 56 35 41 22 618

は軽快者基準対象疾患 １９疾患　

表１　　特定疾患医療受給者証所持者数　　　　　　                    平成20年3月31日現在
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２ 遷延性意識障害者治療研究事業

（根拠） 遷延性意識障害者治療研究事業実施要綱

事故や疾病等により３ヵ月以上にわたり意識障害が認められる患者を対象として、

医療の確立と普及、医療費の自己負担の軽減を図ることを目的に実施しています。

■遷延性意識障害治療研究事業認定患者数

年度 １４ １５ １６ １７ １８ １９

人数 5 6 4 4 4 3

３ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

（根拠） 福島県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱

患者の医療費の自己負担分を公費負担とすることにより、患者の医療負担の軽減を

図り、患者の精神的・身体的不安を解消することを目的に、本事業を実施しています。

■先天性血液凝固因子障害等治療研究事業認定患者

年度 １４ １５ １６ １７ １８ １９

人数 - 1 - - - ｰ

４ 難病在宅療養者支援体制整備事業

（根拠） 福島県難病在宅療養者支援体制整備事業実施要綱

（１） 難病患者地域支援連絡調整事業

ア 難病患者地域支援連絡会議

地域において難病患者に関わっている医師、保健師、訪問看護ステーション看

護師、在宅介護支援センター職員、ホームヘルパ－等が一堂に会し、具体的な取

り組みの中から地域における課題を検討し連携を図っております。

■難病患者地域支援連絡会議開催状況

開催日及び場所 内 容 参加者数

２０年 ①難病患者の支援についての報告
２月２６日 報告機関

・市町村保健福祉担当者
・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ職員 ６０人

県南保福事務所 ・居宅介護支援事業所職員
②事業報告
管内の患者の状況について報告

イ 難病患者在宅ケア調整会議

開催日及び場所 疾 患 名 参加者数

１９年６月２６日 パーキンソン病 ・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
鮫川村地域包括支 ・ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ
援センター ・ゆいの会 ５人



- 54 -

（２）医療相談事業

難病により長期にわたり医療や介護が必要な在宅療養者に、専門医師による

相談を行い、本人及び家族の不安の解消を図ることを目的に実施しました。

■平成１９年度難病患者医療相談会事業実施結果
開催日及び場所 対 象 内 容

１９年 ６月２８ 日 網膜色素変 ① 医療相談
(10時～12時） 性症 網膜色素変性症患者 ８人
白河市役所 ※「視覚障害者相談会（身障センター）」

と合同開催
１９年 ８月 ５日 潰瘍性大腸 ① 医療相談会及び交流会 １６名
（13時～15時） 炎及びクロ ② 個別相談
サンフレッシュ白河 ーン病 おおくぼ胃と腸・内科クリニック

大久保義光医師
潰瘍性大腸炎 ３人
クローン病 ４人

１９年１０月３１日 膠原病 ① 医療相談会及び交流会 ９名
（13時30分～15時30分） 講話「膠原病について」
サンフレッシュ白河 講師 西間木医院

西間木友衛先生

② 個別相談
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃｽ ６人
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ １人

１９年１２月 ９日 膠原病 交流会 ５人

（13時30分～15時30分）

サンフレッシュ白河

＊難病ボランテｲア「ゆいの会」のメンバーが参加協力

（３） 難病ボランティア育成および「難病ボランティアグループ」の自主活動への

支援

ア 難病育成ボランティア育成

難病ボランティアフォローアップ研修会を開催し、学習や交流を通して会員

の拡大を図るよう努めました。

開催日及び場所 内 容 参加者数

１９年１２月 ９日 講義「ボランティアをするときの心構え」 １１人
講義「特定疾患治療研究事業について」

（４） 「患者会」の自主活動への支援
ア 「ＩＢＤふくしま（クローン病・潰瘍性大腸炎患者会）」支援
イ 網膜色素変性症患者会白河支部の活動支援

５ 原子爆弾被爆者対策事業

（根拠） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断の実施、認定
疾病及び一般疾病に対する医療の給付、各種手当等の支給並びに介護保険等利用の際

の助成を行い、被爆者の健康保持と福祉の向上を図るとともに、被爆者二世を対象と

する健康診断を実施しました。
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（１） 原子爆弾被爆者健康手帳保持者

８人（白河市・西白河郡５人、東白川郡３人）

（２） 原子爆弾被爆者健康診断事業

■健康診断の実施状況

第1回定期健康診断 第２回定期健康診断

受診者数 結果 受診者数 結果

異常無 0人 異常無 0人

４人 要精検 1人 ２人 要精検 1人

治療中 4人 治療中 2人

経過観察 - 経過観察 -

■希望によるがん検査の実施状況 （実人員 ２人）

胃がん 肺がん 大腸がん 多発性骨髄腫

受診者数 0 人 2 人 1人 1 人

異常なし 0 人 2 人 1人 1 人

要精検 - - - -

（３） 原子爆弾被爆者各種手当支給事業

・健康管理手当支給者 ７人

Ⅱ－７） 感染症対策の推進

１ 平常時対策

（根拠） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）

感染症に関する正しい知識の普及、情報の収集・分析や公表、人材の養成・資質

の向上、感染症発生時の医療提供体制の整備等を行いました。

（１） 感染対策研修会

感染症法に定められた疾病の患者が発生した場合を想定し、保健所内の体制と

対応等について、研修を実施しました。

・開 催 日：平成１９年７月３１日、８月２日、８月３日

・場 所：県南保健所 会議室

・出席者数：県南保健福祉事務所職員 ６１人

・内 容：①感染症発生時の対応について

②個人防護具着脱訓練

③陰圧式テント組み立て訓練

（２） 児童福祉施設における感染対策研修会

管内の児童福祉施設の担当者を対象として、施設内における感染症の未然防止

及び発生時の対策を講じるうえで必要な知識を習得するための研修会を実施しま

した。

・開 催 日：平成１９年１２月２１日

・場 所：白河市表郷保健センター

・参加者数：２９人

・内 容：施設における感染予防対策と感染症発生時の対応について
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２ 感染症患者発生時対策

（根拠） 感染症法

（１） 疫学調査の実施

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」は、平成１９年

に一部改正され、対象感染症及び類型が変更になりました。

この法に定められた指定感染症及び１～４類感染症の患者が発生した場合や、

５類感染症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた

場合には、積極的疫学調査を実施し、地域における詳細な流行状況の把握や感染

源及び感染経路の究明を図りました。

また、接触者等に対して健康診断を行い、二次感染の防止に努めました。

（参照資料編 表13）

平成１９年度内訳

腸管出血性大腸菌感染症 １件

感染性胃腸炎 １件

年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

実施件数 16件 6件 8件 2件

（２） インフルエンザ予防対策

インフルエンザの患者発生等の状況を的確に把握することにより、流行の動向

を調査しました。

また、インフルエンザ予防の徹底を図るとともに、発生時の適切な対応につい

て指導しました。

ア 感染症法に基づくインフルエンザ患者発生状況の把握

イ 学校等におけるインフルエンザ様疾患発生状況の把握

３ 感染症発生動向調査

（根拠） 福島県結核・感染症発生動向調査事業実施要綱

（１） 感染症患者届出状況・全数把握

医師が感染症法に定められた疾病であると診断し届出が行われた場合は、その

感染症に係る発生状況等を正確に把握・分析し、その結果を住民や医療関係者へ

的確に提供・公開しました。

■全数把握報告数 単位：件

年 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 平成１９年内訳

１６ 0 0 0 11 3 ２類 結核 １４件

１７ 0 0 0 8 1 ３類 腸管出血性大腸菌感染症 １件

１８ 0 0 5 16 0 ４類 つつが虫病 １４件

１９ 0 14 1 14 1 ５類 梅毒 １件
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（２） 感染症患者報告状況・定点把握

感染症発生動向調査指定届出機関から、管内における患者情報及び病原体情報

を収集しました。

また、医師会等の関係機関に対して、感染症に関する情報を解析・提供しまし

た。

■定点把握疾患別報告数（平成１９年） 単位：件

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

インフルエンザ 41 455 1242 210 20 6 174 2148

RSウイルス感染症 73 22 7 41 40 79 84 26 51 32 52 95 602

咽頭結膜熱 6 4 2 2 4 8 3 1 30

Ａ群溶血性ﾚﾝｻ球菌咽頭炎 32 27 27 26 14 15 10 10 12 2 10 5 190

感染性胃腸炎 122 80 71 73 51 58 30 11 6 15 27 200 744

水痘 30 41 16 6 20 20 18 4 8 10 40 40 253

手足口病 6 1 1 5 20 58 96 46 51 12 2 2 300

伝染性紅斑 7 9 4 9 22 24 12 13 4 1 2 2 109

突発性発しん 19 6 5 12 13 14 12 20 11 3 9 12 136

百日咳 0

風しん 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

ヘルパンギーナ 1 2 12 25 33 39 2 11 2 127

麻しん 1 1

流行性耳下腺炎 4 2 3 5 3 4 7 4 1 2 2 37

急性出血性結膜炎 1 1 2

流行性角結膜炎 7 9 19 14 23 26 16 11 5 19 15 13 177

クラミジア肺炎 0

細菌性髄膜炎 0

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎 0

成人麻しん 1 1

無菌性髄膜炎 0

性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症 3 2 2 2 5 4 1 1 3 2 2 27

性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症 0

尖圭コンジローマ 0

淋菌感染症 1 1 1 1 4

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌 0

感染症

ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ 1 1 1 2 3 2 10

球 菌 感 染 症

薬剤耐性緑膿菌 0

感染症

４ エイズ等予防対策

（根拠） 福島県ＨＩＶ抗体検査実施要領

福島県肝炎ウイルス検査実施要領
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（１） エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査事業

平成５年度からエイズ相談・HIV 抗体検査を実施していますが、平成９年度か
らは、夜間も月２回の HIV抗体検査を実施しています。
また、平成１３年度からは HCV検査を、平成１４年度からは HBS 抗原検査も

実施しています。

■相談・検査実施件数 単位：件

エイズ相談件数 HIV抗体検査 HCV・HBS HCV HBS

年度 ( )は夜間検査 相談 検査 検査

男 女 計 男 女 計

15 18 21 39 3 3 6 6 0 0

16 67 67 134 21 25 46(4) 159 27 27

17 89 23 112 26 5 31(9) 10 2 2

18 97 47 144 25 11 36(12） 6 0 0

19 61 50 111 16 21 37（11） 568 155 155

（※平成16年度及び平成19年度は、フィブリノーゲン製剤の納入先医療機関名の

公表に伴い、HCV検査等の相談件数が増加しています。）
HIV：ヒト免疫不全ウイルス HCV：Ｃ型肝炎ウイルス HBS：Ｂ型肝炎ウイルス抗原

（２） エイズ等予防啓発事業

ア エイズ予防出前講座

エイズや性感染症に関する正しい理解を図り、エイズ・性感染症の予防と

患者・感染者への差別・偏見の解消について考える機会として健康教育を行

いました。

■エイズ等予防出前講座の実施状況 単位：回又は人

17年度 18年度 19年度

回 数 参加者数 回 数 参加者数 回 数 参加者数

小学校 2 51 1 27 1 30

中学校 3 720 0 0 0 0

高校 4 1041 8 2278 1 120

その他 1 61 6 167 6 299

計 10 1873 15 2472 8 449

イ 世界エイズデー関連事業

ヨークベニマルメガステージ白河店前において、街頭キャンペーンを実施

し、エイズに関する正しい知識の普及啓発活動を行いました。

・ 開催日：平成１９年１１月３０日（金）

・ 場 所：ヨークベニマルメガステージ白河店前

・ 内 容：リーフレットの配布700 部
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５ 予防接種普及事業

（根拠） 予防接種法

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の

中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものです。そのため、ワクチンの有効性

及び安全性の評価を十分に行いながら、ワクチンに関する正しい知識の普及を進める

とともに、住民の理解を得て、積極的に予防接種の推進に努めました。

（１） ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種実施状況

ジフテリア、百日せき及び破傷風の第１期の予防接種は、生後３月～９０月の

者を対象として、初回接種後３週間～８週間までの間隔を置いて３回、追加接種

は、初回接種（３回）の終了後６月以降の間隔をおいて１回接種します。

第２期の予防接種は、ジフテリア及び破傷風の予防接種として、１１歳～１２

歳の者を対象として１回接種します。 （参照資料編 表14）

（２） 急性灰白髄炎の予防接種実施状況

急性灰白髄炎の予防接種は、生後３月～９０月の者を対象として６週間以上の

間隔をおいて２回接種します。 （参照資料編 表15）

（３） 麻しんの予防接種実施状況

麻しんの第１期の予防接種は、生後１２月～２４月の者を対象として１回、第

２期は５歳～６歳の者で、小学校就学前の１年間にある者を対象として１回接種

します。 （参照資料編 表16）

（４） 風しんの予防接種実施状況

風しんの第１期の予防接種は、生後１２月～２４月の者を対象として１回、第

２期は５歳～６歳の者で、小学校就学前の１年間にある者を対象として１回接種

します。 （参照資料編 表17）

（５）日本脳炎の予防接種実施状況

日本脳炎の第１期の予防接種は、生後６月～９０月の者を対象として、１週間

～４週間までの間隔をおいて２回、追加接種は１期初回終了後、おおむね１年お

いて１回接種します。第２期の予防接種は、９歳～１２歳の者を対象として１回

接種します。

なお、現時点では、現行の日本脳炎ワクチンの使用が、まれに重症ＡＤＥＭ（急

性散在性脳脊髄炎）を引き起こすという可能性を否定することができないことか

ら、予防接種の積極的勧奨は差し控えております。 （参照資料編 表18）

（６）結核の予防接種実施状況

結核の予防接種は、生後６月未満の者を対象として１回、直接ＢＣＧ接種を

行います。 （参照資料編 表19）

Ⅱ－８） 結核対策の推進
平成１９年４月より結核予防法を統合した改正感染症法の下に新しい結核対策がス

タートしました。結核はポリオ、ジフテリア、SARS とともに二類感染症に位置付け
られました。
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１ 結核健康診断

（根拠） 感染症法

（１） 定期健康診断

定期の健康診断は、下記の者を対象として、事業所・学校及び施設においては

それぞれの長が、それ以外の住民については市町村長が実施義務者となり実施し

ています。

・高等学校、大学等の学生又は生徒

・学校、医療機関及び社会福祉施設の業務に従事する者

・６５歳以上の者

■平成１９年度 結核定期健康診断実施状況 単位：人

対象者数 受診者数 受診率 間接撮影 直接撮影 喀痰検査 結核患者
高等学校 1,397 1,390 99.5% 1,390 1 1 0
大学等 129 128 99.2% 71 57 0 0
施 設 964 929 96.4% 102 827 0 0
事業所 5,590 5,383 96.3% 2,420 2,969 40 0
一般住民 26,052 11,911 45.7% 11,811 100 164 0
合計 34,132 19,741 57.8% 15,794 3,954 205 0

（２） 定期外健康診断

感染症法第１７条の規定に基づき、結核の感染が疑われる者、または、結核を

他に感染させるおそれのある者等特定の対象者に対して健康診断を行いました。

■定期外健康診断実施状況 単位：人

年 度 対象数 実施数 実施率 検診結果
％ 要医療 発病の恐れ 経過観察 異常なし

16 287 224 78.0 0 1 3 220
17 235 220 93.6 1 0 0 219

18 176 129 73.3 0 0 2 127

19 63 60 95.2 2 0 4 54

２ 結核医療事業

（１） 感染症診査協議会開催

（根拠） 福島県感染症の診査に関する協議会運営要綱

開催回数 月１回（入院勧告を行う場合は臨時に開催する）

■感染症診査協議会診査件数

年 度 16 17 18 19

診査件数 63 26 30 61

（２） 結核医療費公費負担

（根拠） 感染症法第３７条及び第３７条第２項

ア 入院勧告・入院措置患者に対する医療費の公費負担制度（法第37条）

保健所長は、結核をまん延させるおそれがある場合において、これを避け

るため必要があると認めるときは、入院を勧告することができます。

入院勧告医療に要する費用及び医療を受けるために必要な費用については、

国と県で負担することになっています。
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■法第37条医療費公費負担申請状況（H18年度までは結核予防法35条）
年 度 申 請 件 数 合 格 不合格

全数 新規 解除 継続

16 11 6 5 0 11 0

17 2 2 －(*) 0 2 0

18 0 0 0 0 0 0

19 21 8 － 13 21 0

(*解除については、結核予防法改正により平成17年度からは保健所長の職権に
て解除できるようになったため申請件数としては、計上されません。）

イ 一般患者に対する医療費公費負担制度（法第37条第2項）

結核患者に対する適正医療を推進し、早期治癒を支援するため、その区域

に居住する結核患者が指定医療機関で医療を受けるために必要な費用を、国と

県でそれぞれ一定の割合を負担することになっています。

■法第37条第2項医療費公費負担申請状況（H18年度までは結核予防法34条）
年 度 申請件数 合格件数 承認件数

16 52 52 52

17 24 19 19

18 30 28 28

19 35 33 33

３ 結核患者管理事業

（１） 結核罹患率

管内の結核罹患率は、平成１５年から全国・県より低い状況で推移しています。

■結核罹患率の推移（人口１０万対）

（２） 市町村別結核患者新登録患者数

新登録患者１６人のうち、喀痰塗抹陽性であった者は７人（43.8%）となって
います。

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

全国 33.6 27.9 25.8 24.8 23.3 22.2 20.6

福島県 22.5 18.0 17.2 17.7 15.9 13.4 12.5

県南地域 28.4 22.5 19.3 16.7 11.0 7.8 9.8

結核罹患率年次推移（人口10万対）
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■新結核患者登録者数 （年別・市町村別・ 活動分類別）

（当該年に新たに結核患者として登録された数） 単位：人

区分 活動性肺結核 予防内 非定型 ※罹患率

総 数 肺結核活動性 服者 坑酸菌 （人口10

総 数 喀痰塗抹陽性 そ の 他 菌陰性 肺 外 結 陽性 万対）

年別 総数 初回治療 再治療 の結核 その他 核 活 動 治療中 治療中

市町村別 菌陽性 性

平成１5年 26 20 6 5 1 9 5 6 12 7 16.8

平成１6年 17 14 4 3 1 - 10 3 1 7 11.0

平成１7年 12 10 4 4 0 1 5 2 1 2 7.8

平成１8年 15 10 5 5 - 3 2 5 1 - 9.8

平成１9年 16 13 7 6 1 3 3 3 2 - 10.5

白河市 9 7 4 4 - 1 2 2 2 - 13.7
西郷村 2 2 1 1 - 1 - - - - 10.1
泉崎村 1 - - - - - - 1 - - 14.9
中島村 1 1 1 - 1 - - - - - 19.5
矢吹町 1 1 - - - 1 - - - - 5.3
棚倉町 1 1 - - - - 1 - - - 2.7
矢祭町 1 1 1 1 - - - - - - 6.4
塙 町 - - - - - - - - - - 0.0
鮫川村 - - - - - - - - - - 0.0

※ H１９年の罹患率については、県南保健所集計によるものです。

（３） 市町村別結核患者登録数
管内の平成19年末の登録数は32人で、前年に対し1人増加しました。

■結核患者登録数(年別・市町村別・活動性分類別)

（当該年に新たに結核として登録された者とそれ以前からの登録者で年末に登録のある結核患者数）単位：人

区分 総数 活動性結核 不 活 活 動 非 定 型 抗

総数 肺結核活動性 肺 外 結 動 性 性 不 マ ル 初 酸 菌 陽 性

総数 登録時喀痰塗抹 登 録 時 登 録 時 核 活 動 結核 明 （別掲） （ 別 掲 ）

陽性 そ の 他 菌 陰 性 性

年別 総数 初回 再治 の 結 核 ･ そ の 治療 観察 治療 観察

市町村別 治療 療 菌陽性 他 中 中 中 中

平成15年 54 18 12 4 4 - 6 2 6 26 10 2 7 9 1

平成16年 51 14 11 4 3 1 - 7 3 33 4 1 3 8 4

平成17年 38 8 6 4 4 - 1 1 2 28 2 1 1 - -

平成18年 31 15 9 4 3 1 3 2 6 14 2 1 - - -

平成19年 32 12 9 6 5 1 2 1 3 17 3 2 - - -

白河市 17 9 6 4 4 - 1 1 3 6 2 2 - - -

西郷村 4 2 2 1 1 - 1 - - 2 - - - - -

泉崎村 - - - - - - - - - - - - - - -

中島村 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - -

矢吹町 3 - - - - - - - - 3 - - - - -

棚倉町 4 - - - - - - - - 3 1 - - - -

矢祭町 - - - - - - - - - - - - - - -

塙町 3 - - - - - - - - 3 - - - - -

鮫川村 - - - - - - - - - - - - - - -
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（４） 年齢階級別結核登録状況

70歳以上の割合は28.2％で、平成16年の割合と比べると約半減しましたが、40

代の割合が増加傾向にあります。

■年齢階級別結核登録患者数及び割合 単位：人（％）

区 分 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

0～29歳 13(15.5) 10(18.5) 4(7.8) 7(18.4) 6(19.4) 4(12.5）

30～39歳 8(9.5) 6(11.1) 7(13.7) 3(7.9) 2(6.5) 2（6.3）

40～49歳 8(9.5) 4(7.4) 3(5.9) 4(10.5) 4(12.9) 6（18.8）

50～59歳 13(15.5) 7(13.0) 5(9.8) 4(10.5) 4(12.9) 5(15.6）

60～69歳 14(16.7) 7(13.0) 6(11.8) 2(5.2) 5(16.1) 6（18.6）

70歳以上 28(33.3) 20(37.0) 26(51.0) 18(47.4) 10(32.3) 9（28.2）

合 計 84 54 51 38 31 32

４ 結核対策特別促進事業
（１） 結核患者療養支援事業の実施

喀痰塗抹陽性患者の院内 DOTS（直接服薬確認療法）を支援するため、白河厚
生総合病院と保健所によるケアカンファレンスを実施しました。
・開催回数：５回
・事例件数：３８件

（２） モデル診査会
結核診査協議会を医療関係者に公開で行うことにより、結核診断技術の向上、

標準治療の普及、治療技術の向上を図りました。
・開 催 日：平成２０年２月２９日
・場 所：県南保健福祉事務所会議室

・参加者数：管内の医師等 ３２人

（３） 高齢者等の結核予防対策事業

高齢者施設等における集団感染予防対策を強化するため、結核ミニ出前講座

を実施し、施設職員等に対する啓発を行いました。

・実施施設：１０か所

・受講者数：２５６人

Ⅱ－９） 薬物乱用の防止

１ 薬物乱用防止事業

薬物乱用の低年齢化が進行していることから、若年層に重点を置いた啓発事業を展

開し、薬物乱用防止教室の開催、薬物乱用防止スクールキャラバンカーによる小学校

巡回指導及びヤング街頭キャンペーンによる啓発を実施しました。

（１） 薬物乱用防止教室の開催、出前講座による講師派遣

（根拠） 薬物乱用防止教室等へ講師派遣実施要項

■薬物乱用防止教室開催状況

中学校 10校 1,480人

高 校 1校 172人

計 11校 1,652人

（２） 薬物乱用防止スクールキャラバンカーによる小学校巡回

（根拠） 薬物乱用防止啓発用スクールキャラバンカー訪問事業実施要領

県教育委員会及び各市町村教育委員会の協力を得て、財団法人麻薬・覚せい剤
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乱用防止センタ－所有のスクールキャラバンカーを招聘し、県南地域の小学校を

対象に９月３日から７日までの５日間、訪問事業を実施しました。

■訪問事業実施数の推移

年度 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

実施数 （校） 10 11 10 11 9

受講生徒数（人） 571 496 311 587 363

（３） 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動による啓発活動

（根拠） 「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動実施要綱

覚せい剤・シンナー等の薬物乱用を防止するため、保護司・民生児童委員・薬

剤師からなる各地区薬物乱用防止指導員協議会（白河地区指導員30名・東白川地区

指導員22名）、高校生及びボランティア団体の協力を得て街頭キャンペーンを行い、

地域に根ざした薬物乱用防止啓発活動を実施しました。

地区名 白 河 地 区 東 白 川 地 区

開催日・場所 19年6月23日(土)・白河市 19年6月15日(金)・棚倉町

（４） 薬物乱用防止指導員協議会の育成指導

（根拠） 福島県薬物乱用防止指導員活動要領

地域や団体等における啓発を図るため、薬物乱用防止指導員に対する研修会を

開催し、活発な自主活動の展開に向けての技術的な支援を行いました。

ア 研修会への講師派遣

協議会名 白河地区薬物乱用防止指導員協議会 東白川地区薬物乱用防止指導員協議会

開催日 19年5月25日(金) 19年5月18日(金)

イ 研修会の開催
平成２０年 ２月７日（木） サンフレッシュ白河
薬物乱用防止指導員・教職員を対象に研修会を開催しました。
・県南地区における薬物乱用の現状について

講師 白河警察署職員
・平成１９年度薬物乱用防止中堅指導者研修会参加報告

東白川地区薬物乱用防止指導員
・中学校における薬物乱用防止中堅指導者研修会参加報告

白河地区薬物乱用防止指導員
・講演「現場から見た若者の現状と関わり方」

明日飛子供自立の里 理事長
（東白川地区薬物乱用防止指導員）

ウ 薬物乱用防止指導員等実践講師養成事業の参加（県主催）
平成１９年９月１９日（水） ユラックス熱海
薬物乱用の現状と防止教育の進め方及び地区懇談会

（５） 各種運動の実施
ア 不正大麻・けし撲滅運動の実施（5月15日～7月31日）
（根拠）不正大麻・けし撲滅運動実施要綱

啓発活動を行うとともに不正大麻・けしのパトロール等により発見した不正
けしを抜去しました。
・抜去本数 けし ８４５本（１８件）

イ 麻薬、覚せい剤乱用防止運動の実施（10月1日～11月30日）
（根拠）麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施要綱

関係機関にポスター、リーフレットを配布し、本運動の普及を図りました。
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２ 指導取締事業

（１） 麻薬取扱者指導取締事業

（根拠） 麻薬及び向精神薬取締法、監視業務指針他

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、麻薬取扱施設の監視指導を行いました。

・立入検査 ５４件

■麻薬取扱者数 平成20年1月1日現在

麻薬卸売業者 麻薬小売業者 麻薬施用者 麻薬管理者 麻薬研究者 麻薬施用施設 合計

2 31 159 18 1 44 262

（２） 覚せい剤等取扱者指導取締事業

（根拠） 覚せい剤取締法、監視業務指針他

覚せい剤取締法に基づき、覚せい剤取扱施設の監視指導及び事務処理を行いま

した。

・立入検査 ４２件

■覚せい剤取扱者数 平成20年3月31日現在

施用機関 研 究 者 原料研究者 原料取扱者 合 計

0 0 1 4 5

（３） 向精神薬取扱者指導取締事業

（根拠） 麻薬及び向精神薬取締法、監視業務指針他

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、向精神薬取扱施設の監視指導を行いまし

た。

・立入検査 ７９件

■向精神薬取扱者数 平成19年3月31日現在

製造製剤業者 試験研究施設 みなし業者 計

0 1 46 47

（４） 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬免許等事務

（根拠） 麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、向精神薬取扱施設の監視指導を行いまし

た。

ア 麻薬免許事務件数

・免許申請 １１２件 ・免許証記載事項変更届 ２０件

・業務廃止届 ２２件

イ 麻薬廃棄届

・麻薬事故届出 ３件 ・調剤済麻薬廃棄届 ６８件

・麻薬廃棄届 １８件
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Ⅲ 健康を支える医療の充実

Ⅲ－１） 医療提供体制の整備

１ 医療安全対策

（根拠） 福島県医療相談センター運営指針

（１） 県南地域医療安全研修会

地域住民に安全・安心な医療を提供するため、管内医療関係者を対象として医療

安全研修会を開催し、医療安全対策に組織的に取り組んでもらえるよう医療安全に

関する知識と情報を提供して、意識の向上を図るとともに、実践に必要な知識の普

及に努めました。

・開催日 平成１９年８月８日（水）

・対象者 管内医療機関の管理者、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放

射線技師等医療従事者及び事務担当職員外

・内容 行政説明

「医療機関に求められる安全対策～医療法の改正を踏まえて～」

講演

・「医療安全の確保のために～行政の視点から～」

講師 県南保健所長

・「医療現場における医療安全に対する取り組み」

講師 寿泉堂綜合病院 医療安全副室長

（２） 医療相談

患者、家族からの医療に関する苦情、心配事などの相談に迅速に対応するととも

に、医療機関への情報提供、指導を実施しました。

・医療相談件数 １３件

２ 医療機関監視指導事業

（根拠） 医療法第２５条第1項の規定に基づく立入検査要綱

福島県医療監視要綱

病院、診療所、助産所等について、関係法令に規定された構造設備及び適正人員の

配置状況、さらには、適正な管理が行われているか等について立入検査を実施し、県

民に適正な医療が提供できるよう指導・助言を行いました。 (参照資料編 表20,21)

■医療監視実施数

立入実施数 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

病院 14 13 13 13 13

一般診療所 14 16 23 41 40

歯科診療所 9 19 17 22 25

施術所 4 16 19 24 26

歯科技工所 0 1 1 3 4

合計 41 65 73 103 108
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３ 医療法等に基づく許認可事務

（根拠） 福島県医療法施行規則

医療機関の開設（病院を除く。）許可、使用許可等の事務を行いました。

・病院診療所使用許可 １１件

・診療所開設許可 １件

Ⅲ－２） 救急医療体制の整備

１ 第一次救急医療体制

白河市、西白河郡町村は、在宅当番制を白河医師会に委託し、小児科・内科による

当番制により休日診療を実施しています。

また、しらかわ救急情報センターにおいては、当番医や当番医以外の専門医（外科

・耳鼻咽喉科等）の紹介を電話により行っています。

２ 第二次救急医療体制

（根拠） 救急医療対策の整備事業について（国通知）

休日、夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療体制については、

救急医療輪番病院群をつくり、実施しています。

■第二次救急医療機関 平成20年3月31日現在

医療機関名 住 所 病 院 群 救 急 病

輪番制 院

福島県厚生農業協同組合連合会 白河市横町114 ○ ○

白河厚生総合病院 (平成20年5月1日～白河市豊地上弥次郎2-1)
田口病院 白河市郭内11 ○ ○

医療法人社団恵周会 白河市六反山10-1 ○ ○

白河病院

医療法人那須高原心臓消化器研究会 白河市白坂三輪台15 ○ ○

新白河中央病院

財団法人 会田病院 西白河郡矢吹町本町216 ○ ○

国民健康保険 西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入56 ○

泉崎村立病院

福島県厚生農業協同組合連合会 東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5 ○ ○

塙厚生病院

計 ７ ６

３ 県南地域救急医療対策協議会

（根拠） 福島県域救急医療対策協議会設置要綱

地域の救急医療体制の整備、充実を図るため、医療医療・行政・消防など関係機関

による検討、協議を行いました。

・開催日 平成２０年２月２９日（金）

・議題 （１）救急医療体制について

・県南地域小児医療支援体制確保事業について

・小児救急医療整備支援事業について

・救急搬送患者受け入れ体制について

・ドクターヘリについて

（２）平成１９年度救急活動事後検証について
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４ 県中・県南地域メディカルコントロール協議会

（根拠） 福島県地域メディカルコントロール協議会設置要綱

救急救命士の救急活動の質を医学的観点から保証するメディカルコントロール体制

の確保・充実を図るため、医療・行政・消防など関係機関からの情報の提供を受け、

情報の共有化を図りました。

５ 救急救命法講習会

（根拠）福島県ＡＥＤ（自動体外式除細動器）推進事業

応急手当の基礎知識と救命措置の演習をとおし、ＡＥＤの使用法を含む初期救急救

命法の講習会を実施しました。

第１回 平成１９年９月１０日（月）

受講者 １８人

第２回 平成１９年１０月３日（水）

受講者 ２３人

Ⅲ－３） 災害時医療体制の充実

１ 災害時の救急連絡網の作成・配布

（根拠） 福島県災害救急医療マニュアル及び福島県災害救急医療システムネットワー

ク整備実施要領

災害が発生した場合に、初動期における医療救護活動が、迅速かつ的確に行われる

よう、関係機関の連絡先一覧表を作成し、関係機関へ配布しています。

２ 災害時用の医療資器材の保管管理

（根拠） 福島県災害救急医療マニュアル

医療資器材を保管管理するとともに、災害時に必要に応じて調達を行う体制を整備

しています。

３ 災害時医薬品等備蓄供給体制の整備

（根拠） 福島県災害救急医療マニュアル及び福島県災害時医薬品供給マニュアル

県南医療圏の医薬品卸売会社と委託契約を締結し、災害発生時には医療機関、救護

所等に対し医薬品を提供できる体制を整備しています。

Ⅲ－４） 移植医療の推進

骨髄バンク登録推進事業

（根拠） 骨髄バンク集団登録実施要綱

福島県骨髄バンク連絡協議会と連携し、移動献血併行型登録会を開催するとともに、

毎週水曜日には所内でも登録を受け付けています。
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■管内の骨髄バンク登録者数の推移

年 度 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

開催回数（回） 10 32 25 33 31

登録者数（人） 113 150 163 180 156

Ⅲ－５） 医薬分業の適正な推進

医薬分業の推進

（根拠） 福島県医薬分業推進指針

県南地域の医薬分業の状況を処方せんの受取率でみると、平成１８年は35.5%と、

平成１７年（35.0%）に比べ、わずかに増加しています。 しかし、県全体と比べると、

まだまだ低い状況にあります。

このため、平成１１年に策定された「県南地域医薬分業計画」に基づき、医薬品の

安全性の確保及び医薬分業の適正推進に一層努めていきます。

■院外処方せん受取率の推移

平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年

県 全 体 52.0% 55.8% 58.6% 58.5% 60.5%

県南地域 31.7% 32.7% 34.7% 35.0% 35.5%
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Ⅲ－６） 医薬品等の適切な使用、安全性の確保

１ 薬事監視

（根拠） 薬事法、監視業務指針

医薬品等の安全性を確保するために、医薬品等の製造業者、薬局薬店等に立入検査

を実施し、不良医薬品等の発見、法令の遵守状況の監視取締り及び指導を行いました。

■薬事監視結果

業 種 別 対 象 立入検査施設数 違反発見 処分件数

施設数 実 数 延 数 施 設 数 説 論 その他

医薬品

薬局 46 35 37 35 35

製造業 専業 5 5 6

薬局 4 3 4

製造販売業（薬局のみ） 4 3 4

一般販売業 9 5 6 8 4 4

卸売一般販売業 6 3 3

薬種商販売業 15 10 10 4 4

特例販売業 14 11 11 3 3

配置販売業 2

医薬部外品

製造業 5 4 5

化粧品

製造業 4 2 3

医療機器

製造業 6 3 9

修理業 2 1 1

販売業 高度管理医療機器等 34 20 22 5 5

管理医療機器 259 62 64 7 7

賃貸業 高度管理医機機器等 11 7 7 1 1

管理医療機器 5

業 種 別 対 象 立入検査施設数 違反発見 処分件数

施設数 実 数 延 数 施 設 数 説 論 その他

１９年度 431 174 192 63 59 4

１８年度 433 130 153 40 38 2

１７年度 562 55 68 11 3 8

１６年度 757 146 146 13 0 20

１５年度 679 135 135 15 4 11
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２ 薬事法等許認可事務

（１） 薬局開設・医薬品販売業の許可事務

（根拠） 薬事法、許認可業務指針

■薬局・医薬品等販売業等の許可等処理件数

区 分 新 規 許 可 許 可 証 書 変 更 届 廃 止 休 止 再 開

更 新 書換交付 再交付 ＊含許可 届 届 届

薬 局 2 73 2

医 一般 10 1

薬 卸売一般 5

品 薬種商 3 3 2

販 特例 3 1

売 配置

配置身分証明書 3 10 1 1 ※1 19

薬局医薬品製造業 1 1

高 度 管 理 医 療 機 器 等 販 売 業 3 9 2

高 度 管 理 医 療 機 器 等 賃 貸 業 1 8

管 理 医 療 機 器 販 売 業 33 ※2 14 28

管 理 医 療 機 器 賃 貸 業 1

合 計 47 10 1 1 144 37

１８年度 47 21 1 2 180<3> 146

１７年度 66 25 3 1 185<3> 101

１６年度 121 21 2 0 84 26

１５年度 8 9 2 0 41 14

※１ 配置従事届 ※２ 届出済証を含む 〈 〉販売先変更許可

（２） 毒物劇物販売業の登録事務

（根拠） 毒物・劇物取締法、許認可業務指針

毒物又は劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者の登録に関し、製造所、営業

所又は店舗ごとに登録等の指導及び登録事務を行いました。

■毒物劇物販売業登録等の事務処理件数

区 分 新規 登録更新 登 録 票 変更届 責任者・設 廃 止

書換交付 再交付 置・変更届

製造・輸入業

販 一般 5 1 4 2

売 農業用品目 6 1 2 1 15 5

業 特定品目 1 1 2

特定毒物使用者 1

特定毒物研究者

業務上取扱業者

合 計 12 2 2 0 1 20 10

１８年度 7 36 3 0 13 21 9

１７年度 5 10 0 0 18 11 11

１６年度 4 27 1 0 4 17 9

１５年度 5 9 1 0 2 12 9
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３ 毒物劇物による危害の防止

（根拠） 毒物・劇物取締法、監視業務指針

毒物及び劇物取締法に基づいて、毒物劇物製造業者及び販売業者並びに業務上取扱

者に対する指導取締りを行い、事故の未然防止に努めました。

■監視指導実施結果
業 種 別 対 象 立入検査 違反発見 処 分 件 数

施設数 施 設 数 施 設 数 説 論※ その他＊

毒物劇物製造業

毒物劇物輸入業

販 一般 48 31 11 9 2

売 農業用品目 57 31 36 35 1

業 特定品目 2 1 1 1

業 電気メッキ業 2 2 4 4

務 金属熱処理業

上 運送業

しろあり防除業

特定毒物使用者

特定毒物研究者

合 計 109 65 52 49 3

１８年度 107 80 54 52 2

１７年度 111 31 13 9 4

１６年度 113 47 21 0 21

１５年度 117 48 10 5 5

※：含指導票 ＊：含始末書

Ⅲ－７） 献血者の確保

献血推進事業

（根拠） 福島県献血推進計画

平成１９年度は県南保健福祉事務所管内の献血目標を4,193人( 200mL：1,098人、
400mL：3,095人、血液センター分を除く）に設定し、これを達成するため、献血思想
の普及啓発、献血組織の育成強化を図るとともに、市町村及び福島県赤十字血液セン

ターと連携しながら献血事業の推進に努めました。

県南地域の献血者を確保するため、白河市においては街頭キャンペーンを２回実施

したほか、管内の事業所を訪問するなどして、地域住民及び関係団体の理解と協力を

求めました。

その結果、平成１９年度は、4,219人(100.6％) と目標人数を上回りました。内訳は

200mL献血は881人(80.2％)、400mL献血は3,338人(107.9％)でした。
このほか、若年層広報啓発資材「Heartful message」を作成し、若年層に対する啓発

にも努めました。

（１） 街頭キャンペーンの実施

・平成１９年 ７月 ６日（金）白河駅前イベント広場

・平成１９年１２月２０日（木）白河駅前イベント広場
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（２） 若年層広報啓発資材「Heartful message」の作成
・平成２０年 ２月 １日発行 6,000部

（３） 献血功労表彰

・被表彰団体数 １０団体

■献血実績(市町村別)

市 町 村 献血者数 内 容 目標人数 目標人数

（人） 200mL 400mL 成 分 （人） 達成率（％）

泉 崎 村 166 40 126 0 184 90.2

白 河 市 1,777 367 1,410 0 1,801 98.7

西 郷 村 596 125 471 0 538 110.8

中 島 村 133 32 101 0 141 94.3

矢 吹 町 544 100 444 0 515 105.6

棚 倉 町 347 73 274 0 428 81.1

矢 祭 町 319 64 255 0 184 173.4

塙 町 221 51 170 0 286 77.3

鮫 川 村 116 29 87 0 116 100.0

合 計 4,219 881 3,338 0 4,193 100.6

１８年度 4,070 1,186 2,884 0 4,271 95.3

１７年度 4,346 1,490 2,798 58 4,276 101.6

１６年度 4,371 1,595 2,534 242 5,583 78.3

１５年度 4,882 1,853 2,698 331 5,572 87.6
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Ⅳ 誰もが安心して暮らせる福祉社会の推進

Ⅳ－１） 地域福祉の総合的・計画的推進

１ 市町村地域福祉計画の策定支援

（根拠） 社会福祉法第１０７条

地域福祉計画策定を推進するため、市町村担当者会議等で地域福祉計画の意義や

重要性を説明しながら、関係者の計画策定への意識醸成を図りました。

・策定済市町村 矢祭町、鮫川村

２ 市町村社会福祉協議会指導監査

（根拠） 社会福祉法第５６条

社会福祉法人の適切な運営の確保を図るため、社会福祉法第５６条の規定に基づ

き管内市町村社会福祉協議会等に対し、社会福祉法人の指導監査（実地監査）を実

施しました。

・社会福祉法人指導監査実施数 ５件（市町村社会福祉協議会）

２件（保育所のみ経営する社会福祉法人）

Ⅳ－２） 県民の福祉活動への支援・参加促進

市町村ボランティアセンター整備等

（根拠） 地域福祉推進事業実施要綱

（１） 市町村ボランティアセンター

地域福祉の充実を図るには住民の主体的な参加が重要であることから、多様

な住民サービスを提供しているボランティアの活動の拠点となる市町村ボラン

ティアセンターの整備促進の支援に努めました。

・市町村ボランティアセンター整備状況

平成１９年度新規整備 中島村 塙町

■年度別ボランティアセンター整備推移

年度 市町村 年度 市町村 年度 市町村

７ 白河市 １５ 西郷村・棚倉町 １７ 矢吹町

８ 泉崎村 １６ 矢祭町 １８ 鮫川村

１４ 表郷村(平成１７年に白河市、東村、大信村と １９ 塙 町

合併） 中島村

（平成１９年度までの累計 ９市町村）
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Ⅳ－３） 保護援助を必要とする女性への支援

１ 女性相談支援事業

（根拠） 福島県女性保護事業実施要綱

さまざまな問題や悩みを抱える女性を支援するため、相談機能の充実を図り女性福

祉の向上に努めました。

女性相談の内容は、夫等の暴力や離婚等に関するものが最も多く、次いで子どもの

暴力、男女問題、生活困窮や求職、借金等の経済問題が多くなっています。

（参照資料編 表22,23）

・女性相談員兼母子自立支援員 １人

・女性相談受付件数 ２６３件

２ 配偶者暴力相談支援事業

（根拠） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第３条第３項

配偶者暴力相談支援センターとして夫等からの暴力を主訴とする相談を受け付け

て（上記263件に含む。）助言・指導を行うとともに、一時保護の委託等を行いまし

た。 （参照資料編 表24）

また、改正ＤＶ防止法の施行（平成20年1月）に併せ、保護命令申立や離婚調停申

立等の法律問題への対応力の強化に努めました。

Ⅳ－４） 生活援護を必要とする人への支援

１ 生活保護の適正実施

（根拠） 生活保護法

管内に居住する生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、世帯を単位として必

要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するこ

とを目的に生活保護法に基づく各種の扶助（生活・教育・住宅・医療・介護・出産･

生業・葬祭）を実施しました。

平成１９年度における管内の生活保護業務概況は、次のとおりです。

（１） 生活保護の実施状況

■被保護世帯数及び被保護人員

区 分 被保護世帯数 被保護人員 保護率

１９年度当初 377世帯 487人 5.6‰

１ ９ 年 度 末 371世帯 474人 5.5‰

（出典：福祉行政報告例）

保護率(‰:パーミル・千分率)＝被保護人員÷管内人口

平成１９年度末における被保護世帯数は３７１世帯、被保護人員は４７４人、保

率は5.5‰となっています。
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被保護世帯数及び被保護人員の推移（月平均値）

(出典：福祉行政報告例）

■被保護世帯数及び被保護人員の推移（月平均値）

区 分 被保護世帯数 被保護人員 保護率

１６年度 377世帯 504人 4.7‰

１７年度 374世帯 503人 5.1‰

１８年度 368世帯 485人 5.6‰

１９年度 377世帯 487人 5.6‰

(出典：福祉行政報告例）

次に、生活保護の推移を保護率で見ると、保護率は上昇の一途をたどっています。

当所管内の被保護世帯数は、平成１７年１１月に市町村合併に伴う白河市へのケ

ース移管が４０世帯あったため、一旦は大幅に減少しましたが、その後も被保護世

帯は増え続けています。 （参照資料編 表25）

被保護世帯増加の主な要因として、長期にわたる景気の低迷や高齢化の進行、家

族間における扶養意識の希薄化などが挙げられます。

被保護世帯数及び被保護人員の推移（月平均値）
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（２） 町村別、扶助別被保護世帯の状況

■町村別被保護世帯数(平成19年度月平均値) 単位：世帯

西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙 町 鮫川村 合 計

56 15 6 114 91 29 57 8 377

（出典：福祉行政報告例）

平成１９年度における被保護世帯の町村別内訳を月平均値で見ると、全３７７

世帯中、矢吹町が１１４世帯で最も多く、次いで棚倉町が９１世帯、塙町が

５７世帯、西郷村が５６世帯となっています。 （参照資料編 表26）

■扶助別被保護世帯数(月平均値) 単位：世帯

区 分 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 そ の 他 合 計

１６年度 301 195 20 48 338 2 904

１７年度 308 205 21 55 350 5 944

１８年度 310 207 21 52 331 5 926

１９年度 317 209 22 58 348 5 959

（出典：福祉行政報告例）

平成１９年度における被保護世帯の扶助別内訳を月平均値で見ると、全３７７

世帯中、医療扶助が３４８世帯で最も多く、次いで生活扶助が３１７世帯、住宅

扶助が２０９世帯となっています。

これら３つの扶助は、大半の世帯が給付を受けており、扶助の中心となってい

ます。 （参照資料編 表26）

（３） 生活保護の開始・廃止状況

■保護申請、開始及び廃止件数 単位：件

区 分 申 請 開 始 廃 止

１６年度 85 68 29

１７年度 69 47 78

１８年度 78 56 39

１９年度 63 47 53

（出典：保護申請処理簿、保護廃止処理簿）
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平成１９年度における生活保護の申請件数は６３件で、うち４７件が開始とな

り、廃止は５３件ありました。

開始が廃止を６件下回り、被保護世帯数の減少につながりました。

■生活保護開始の主たる要因 単位：世帯

区 分 世帯主の 世帯員の 働きによる 仕送りの 手持現金貯金 そ の 他 合 計

傷病 傷病 収入減少喪失 減少・喪失 の減少・喪失

１６年度 16 1 7 3 35 6 68

１７年度 8 1 5 5 24 4 47

１８年度 19 0 5 8 20 4 56

１９年度 19 0 2 1 20 5 47

（出典：保護申請処理簿）

平成１９年度における生活保護開始の主たる要因は、手持現金・貯金の減少・

喪失が２０世帯で最も多く、次いで世帯主の傷病が１９世帯、働きによる収入の

減少・喪失が２世帯、仕送りの減少・喪失が１世帯、となっています。

（参照資料編 表27）

■生活保護廃止の主たる要因 単位：世帯

区 分 死 亡 働きによる 社会保障給付 仕送り金等の 施設入所 そ の 他 合 計

失 踪 収入増加取得 金の増加 増加

１６年度 8 4 2 1 0 14 29

１７年度 15 6 0 1 0 56 78

１８年度 18 2 0 0 1 18 39

１９年度 16 12 3 0 4 18 53

（出典：保護廃止処理簿）

平成１９年度における生活保護廃止の主たる要因は、死亡・失踪が１６世帯で

最も多く、次いで働きによる収入の増加・取得が１２世帯、施設入所が４世帯と

なっています。

その他の内訳は、他管内転出や手持金増加、親類等の引取等となっています。

（参照資料編 表28)
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（４） 医療扶助人員の状況

■入院・入院外別、単給・併給別医療扶助人員 単位：人 (延人員）

総 医 療 入 院 入 院 外

区 分 扶助人員

医療扶助単給 他扶助併給 計 医療扶助単給 他扶助併給 計

１６年度 5,100 414 336 750 272 4,078 4,350

１７年度 5,317 409 644 1,053 213 4,051 4,264

１８年度 4,898 314 337 651 220 4,027 4,247

１９年度 5,098 315 366 681 245 4,172 4,417

（出典：福祉行政報告例）

平成１９年度における総医療扶助人員を入院・入院外の別で見ると、入院が延

681人、入院外が延4,417人となっています。

また、これを医療扶助単給・他の扶助との併給の別で見ると、入院では医療扶

助単給と他の扶助との併給の割合がほぼ半々となっていますが、入院外では大半

が他の扶助との併給となっています。 （参照資料編 表29）

■入院・入院外別、精神病・その他別医療扶助人員 単位：人（延人員）

総 医 療 入 院 入 院 外 計

区 分 扶助人員

精神病 その他 精神病 その他 精神病 その他

１６年度 5,100 327 423 947 3,403 1,274 3,826

１７年度 5,317 404 649 870 3,394 1,274 4,043

１８年度 4,898 234 417 97 4,150 331 4,567

１９年度 5,098 240 441 93 4,324 333 4,765

（出典：福祉行政報告例）

精神病：障害者自立支援医療「不」適用の精神病とその他の疾病とを合併している場合

その他：障害者自立支援医療適用の精神病とその他の疾病とを合併している場合

平成１９年度における総医療扶助人員5,098人の内訳を見ると、大半が障害者

自立支援法による自立支援医療の適用がある精神病と、その他の疾病とを合併し

ている者となっています。 （参照資料編 表29）
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（５） 生活保護施設の利用状況

■生活保護施設別利用者数 単位：人

救 護 施 設 矢吹授産場（法別利用内訳）

区 分

からまつ荘 矢吹緑風園 郡山せいわ園 その他 計 生活保護法 みなし保護

１６年度末 25 17 4 3 49 11 9

１７年度末 22 15 3 2 42 12 8

１８年度末 22 15 4 2 43 12 8

１９年度末 22 15 4 2 43 14 7

（出典：施設事務費支給台帳）

平成１９年度末における生活保護施設の利用状況は、救護施設では入所者数が前

年度同数の４３人となっています。

救護施設別内訳では、からまつ荘が２２人で最も多く、次いで矢吹緑風園が１５

人、郡山せいわ園が４人となっています。

矢吹授産場では、生活保護法が１４人と２人増となり、みなし保護が７人と１人

減となり、計２１人となりました。 （参照資料編 表30）

（６） 被保護世帯の世帯類型

■被保護世帯の世帯類型別内訳 単位：世帯

内 訳

区 分 被保護世帯数

高齢者世帯 母子世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他の世帯

１７年３月分 391 177 15 59 66 73

１８年３月分 360 157 15 52 65 71

１９年３月分 377 158 18 66 74 61

２０年３月分 371 168 15 67 67 54

（出典：福祉行政報告例）

注：１６年３月分及び１７年３月分の被保護世帯数には停止１を含む。（内訳では除外）

平成２０年３月における被保護世帯の世帯類型は、高齢者世帯が１６８世帯で最

も多く、次いで傷病者世帯が６７世帯、障がい者世帯が６７世帯となっています。

高齢化の進行を背景に、高齢者世帯が全体の４割強を占めています。

（参照資料編 表31）
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（７） 被保護世帯の就労状況

■被保護世帯の世帯構成別就労状況 単位：世帯

区 分 単身世帯 ２人以上の世帯 合 計

働いている者がいる世帯 36 32 68
１７年３月分

働いている者のいない世帯 267 55 322

働いている者がいる世帯 38 27 65
１８年３月分

働いている者のいない世帯 246 49 295

働いている者がいる世帯 38 29 67
１９年３月分

働いている者のいない世帯 263 44 307

働いている者がいる世帯 39 33 72
２０年３月分

働いている者のいない世帯 261 38 299

（出典：福祉行政報告例）

被保護世帯の構成を平成２０年３月で見ると、単身世帯が計３００世帯、２人

以上の世帯が計７１世帯となっており、単身世帯が全体の８割を占めています。

就労形態別では、働いている者がいる世帯が計７２世帯、働いている者のいな

い世帯が計２９９世帯となっており、就労している者のいない世帯が全体の８割

を占めています。 （参照資料編 表32）

（８） 保護費の推移

■保護費の扶助別支出内訳 上段は構成比、単位：％ 下段は支出額、単位：千円

区 分 生活扶助費 住宅扶助費 医療扶助費 その他の扶助費 施設事務費 合 計

１６年度 28.0 5.1 51.4 1.5 14.0 100
217,759 39,839 399,473 10,869 109,119 777,059

１７年度 26.9 5.5 51.5 2.2 13.9 100
215,798 43,752 412,265 17,541 111,533 800,889

１８年度 27.0 5.9 51.3 2.2 13.6 100
207,765 45,369 395,677 17,297 104,455 770,563

１９年度 28.1 6.3 48.3 2.8 14.5 100
204,867 45,646 353,111 20,560 106,164 730,348

（出典：生活保護費経理状況調）

平成１９年度において当所管内で支出した保護費の総額は、本庁払分も含め

730,348千円となりました。

扶助費の内訳を見ると、医療扶助費が353,111千円で最も多く、次いで生活扶

助費が204,867千円、施設事務費が106,164千円、住宅扶助費が45,646千円となっ

ています。 （参照資料編 表33）
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（９） 自立支援プログラムの実施状況

平成１９年度においては、稼働能力のある被保護者に対する就労支援及び長期に

入院している被保護者で病状が安定していて入院治療の必要性がなく、受入条件が

整えば退院可能な者について退院に向けた取り組みを行いましたが、その実施状況

は次のとおりとなっています。

■福島県生活保護就労自立促進事業

支援人数 ４４人

就労開始人数 延べ２４人

・うち就労開始に伴う廃止世帯 １３世帯

■福島県長期入院患者退院促進事業

支援人数 ２人

退院人数 ２人（施設入所）

２ 民生委員・児童委員の活動支援

（根拠） 民生委員法、児童福祉法

民生・児童委員は、それぞれの市町村の担当区域内の住民の実態を常に把握し、

適切な相談や必要な援助を行うことによって地域住民の福祉増進に努めるととも

に、福祉関係機関の業務に協力し、積極的な援助活動を行っています。

地域の現状を理解するとともに資質の向上を図る研修会等に対して講師の派遣等

の協力・支援に努めました。

(参照資料編 表34,35)

管内民生・児童委員数 ３６０人

平成２０年３月31日現在

Ⅳ－５） 人権擁護の推進

１ 家庭の虐待防止対策事業

（根拠） 県南地域家庭の虐待防止対策連携会議設置要綱

平成１８年５月の管内での児童虐待死傷事件の発生や、ＤＶ防止法の改正による被

害者保護の拡充、高齢者虐待防止ネットワーク構築の必要性等を踏まえ、「家庭」に

おける虐待防止に関わる関係者の取組みや連携体制の見直し・強化を図ることが喫緊

の課題であることから、家庭の虐待防止対策連携会議を開催しました。また、関係機

関等における取組みを積極的に支援しました。

（１） 県南地域家庭の虐待防止対策連携会議

開催年月日・場所 主 な 議 題 出席者

①管内における虐待の相談受付状

20年 1月23日（水） 況等について 36人

②警察における虐待通報への対応

県南保健福祉事務所 ③各機関における虐待への対応、

取組状況について
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＜構成団体・機関等＞白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、

矢祭町、塙町、鮫川村、在宅介護支援センター連絡協議会県南支部、介護支

援専門員連絡協議会県南支部、白河地区保育研究会、東石地区保育研究会、

福島県社会福祉事業団、塙厚生病院老人性認知症センター、白河医師会、東

白川郡医師会、福島県弁護士会白河支部、福島地方法務局白河支局、県南地

方民生児童委員協議会会長連絡会、相談支援アドバイザー、白河警察署、棚

倉警察署、県南教育事務所、中央児童相談所白河相談室、県南保健福祉事務

所

＜オブザーバー参加＞福島地方裁判所白河支部、福島家庭裁判所白河支部
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Ｖ 妊娠・出産・子育て・子育ちを支える社会の推進

Ⅴ－１） 母子保健医療施策の推進

１ のびゆく子ども支援事業

（１） 身体障がい児療育相談

(根拠） 福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

身体障がい児や身体に障がいをおこすおそれのある児に対する相談や保健指導

を行うとともに、交流会等による仲間づくりを目的として相談会を実施しました。

■身体障がい児療育相談の実施状況

対 象 実 施 内 容 参加者数

回 数 実数 延数

就 学 前 ３ 第１回：講話「相談支援アドバイザーって何？」 26人 30人

の児 第２回・第３回：交流会

※参加者数：児及び保護者の合計

（２） 長期療養児相談会

(根拠） 福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

長期にわたる療養を必要とする児とその家族に対して、在宅療養上の相談や保

健指導を行うとともに、交流会等による仲間づくりを目的として相談会を実施し

ました。

■長期療養児相談会の実施状況

対 象 実施 内 容 参加者数

回数 実数 延数

全疾患 2 第１回：個別相談（医師による）「長期療養を必 7人 9人

要とする子どもを持つ親の役割－子どもの立場－」

第２回：講話「学校における支援の実際について」

交流会

※参加者数：児及び保護者の合計

（３） 未熟児養育相談

(根拠） 福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

未熟児の発達や養育に関する相談や指導、交流会による仲間づくりを目的とし

て相談会を実施しました。

■未熟児養育相談の実施状況

実施回数 内 容 参加者数

実数 延数

2 講話「小さく生まれた赤ちゃんの成長・発達について」 20人 20人

楽しい親子遊び・交流会等

※参加者数：児及び保護者の合計



- 85 -

（４） 訪問指導

(根拠） 福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

未熟児及び在宅療養を必要とする家族に対して、正常な発育・発達や療育・療

養に必要な助言及び保健指導を医療機関と連携をとりながら実施しました。

■訪問指導の実施状況 単位：人

対 象 実 数 延 数

身体障がい児 1 1

長期療養児 3 3

未熟児 65 65

２ 育児不安を持つ親のグループミーティング事業

（根拠） 福島県育児不安を持つ親のグループミーティング事業実施要綱

育児不安や育児困難を感じている母親等に対し、親同士の交流の場を提供すること

により、虐待等の不適切な関わりを未然に防止するとともに、育児を支援することを

目的に母親を対象としたグループミーティングを実施しました。

■育児不安を持つ親のグループミーティング事業の実施状況

年度 会 場 グループ数 実施回数 来所者数（人）

実 数 延 数

１６ 県南保健福祉事務所 1 4 9 21

棚倉町保健センター 1 4 6 11

１７ 県南保健福祉事務所 1 5 4 16

１８ 県南保健福祉事務所 1 5 6 20

１９ 県南保健福祉事務所 1 5 5 19

３ 豊かに「いのち」を育む支援事業

思春期の子ども達や、子育て予備軍にある若者に対し、生命・お互いの性・人権を

尊重する人間教育としての性教育を進め、望まない妊娠や人工妊娠中絶を減少させ、

命を豊かに育めるよう支援することを目的に下記の事業を実施しました。

（１） 思春期相談ほっとライン事業

(根拠） 福島県思春期相談ほっとライン事業実施要綱

思春期の悩みについて電話及びメール等による相談を実施しました。

■思春期相談ほっとラインによる相談実施状況 単位：件

年度 相 談 種 別

電話相談 ﾒｰﾙ相談 来所相談 計

１６ 31 65 0 96

１７ 43 59 0 102

１８ 63 20 0 83

１９ 178 27 0 205

（２） その他の思春期保健教育等支援

学校等の依頼により、思春期の児童・生徒及び関係者を対象にした思春期保健教

育等を実施しました。

・思春期保健教育 対象者 保護者等 開催回数２回 参加者 延１３６人

・夢をはぐくむいのち生きいきプロジェクト事業支援 助言指導回数 ４回
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４ 特定不妊治療費助成事業
（根拠） 福島県特定不妊治療費助成事業実施要綱

不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精及

び顕微授精について、不妊治療費に要する費用の一部の助成を行いました。

■特定不妊治療費助成の給付状況

年度 申請件数 給付件数

１７ 36 36

１８ 34 34

１９ 59 38

５ 医療援護事業
（１） 育成医療給付

(根拠） 障害者自立支援法第５８条

福島県自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱

身体に障がいのある児童又は疾患を放置することで障がいを残すと認められる

児童で手術等の治療により確実な治療効果が期待できる場合に、障害者自立支援

法第５９条第１項による指定自立支援医療機関において治療する児童に対して、

公費による医療の給付を行いました。

■育成医療の給付状況 単位：人

市町村 肢体不自由 視覚障がい 聴覚、平衡 音声・言語そし 内臓障がい 計（延数

機能障がい ゃく機能障がい

白河市 3 1 3 4 11
西郷村 2 1 2 5 10
泉崎村 1 1
中島村
矢吹町 1 1 2
棚倉町 4 1 5
矢祭町 1 1
塙 町 1 1 2
鮫川村 1 1
計 8 2 0 10 13 33
１５ 7 7 0 9 13 36
１６ 7 3 2 13 15 40
１７ 10 4 3 23 25 65
１８ 3 3 3 17 18 44

（２）養育医療給付
(根拠） 母子保健法第６条第６項
母子保健法第６条第６項に規定する体重が2,000g以下、又は生活力が特に薄弱

である症状等により医療機関への入院を必要とする未熟児に医療の給付を行いま
した。

■養育医療の給付状況（体重別実件数）

年度 １９ １５ １６ １７ １８

出生体重

～1,000 6 1 6 2 3

1,001～1,500 4 5 10 4 3

1,501～1,800 3 6 6 5 3

1,800～2,000 7 5 8 9 4

2,001～2,300 12 4 5 8 9

2,301～2,500 3 1 3 3 7

2,501～ 7 1 0 5 11

計 42 23 38 36 40
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■養育医療の給付状況（市町村別延件数）

年度 １９ １５ １６ １７ １８

市町村

白河市 17 7 14 19 19

西郷村 2 5 7 4 3

泉崎村 2 3 3 4 1

中島村 2 0 1 0 1

矢吹町 6 4 5 4 11

棚倉町 5 7 3 3 3

矢祭町 0 0 0 0 0

塙 町 6 0 4 2 2

鮫川村 2 2 1 0 0

計 42 28 38 36 40

６ 小児慢性特定疾患治療研究事業

（根拠） 福島県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱

福島県小児慢性特定疾患児手帳交付事業実施要綱

小児慢性疾患のうち治療法が確立していない特定の疾患について、治療研究を推進

し、治療法を確立するための医学的知見の発見を促進するとともに、その医療の確保

と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担を軽減して、児童の健全な育成を図る

ことを目的として医療の給付を行いました。

また、児童の病状を正しく理解し、適切に対応してもらうことを目的に、小児慢性

特定疾患児に対して福島県小児慢性特定疾患児手帳（ひまわり手帳）を交付しました。

■小児慢性特定疾患治療研究事業の認定状況 平成２０年３月３１日 単位：人

市町村 悪 性 新 慢 性 腎 ぜ ん 慢 性 心 内 分 泌 膠原病 糖尿病 先天性代 血友病等 神 経 ・ 計

生 物 疾 患 そ く 疾 患 疾 患 謝 異 常 血液疾患 筋 疾 患 （延数）

白河市 15 9 1 5 21 8 7 1 6 2 75

西郷村 5 2 6 1 1 1 4 1 21

泉崎村 1 1 1 3

中島村 1 1

矢吹町 5 3 1 2 1 12

棚倉町 1 6 2 6 2 2 2 21

矢祭町 1 2 1 1 1 6

塙 町 1 2 2 8 2 15

鮫川村 1 1 1 3

計 23 19 3 14 35 10 10 6 9 3 132

１４ 41 7 5 5 30 4 11 8 32 0 143

１５ 49 7 7 5 37 4 16 7 27 0 159

１６ 45 8 7 5 40 2 10 7 27 2 153

１７ 24 22 2 10 32 3 14 5 4 3 119

１８ 22 19 4 14 45 6 14 8 10 4 146
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７ 不妊総合相談事業

（根拠） 福島県不妊総合相談事業実施要綱

不妊に悩む夫婦に対し、夫婦の身体的、精神的、社会的状況に応じた不妊の悩みに

対する相談、助言、支援を行うとともに、不妊に関する情報提供を行いました。

■不妊総合相談の実施件数

年度 相談件数 相談種別

電話相談 来所相談

１７ 3 3 0

１８ 7 4 3

１９ 6 3 3

８ 先天性代謝異常検査事業

（根拠） 福島県先天性代謝異常検査事業実施要綱

フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常症及び先天性甲状腺機能低下症（クレチ

ン症）の早期発見・早期治療を図るため、新生児の血液によるマス・スクリーニング

検査を行いました。

なお、検査で精密検査となった児については、結果の確認及び保健指導を実施しま

した。

■先天性代謝異常検査（精密検査）の実施状況

疾 患 名 要精検者数 精密検査結果の内訳
（人） 異常あり 異常なし 経過観察

フェニールケトン尿症 0 0 0 0
楓糖尿病 0 0 0 0
クレチン症 1 1 0 0
ホモシスチン尿症 0 0 0 0
ガラクトース血症 0 0 0 0
先天性副腎過形成症 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

計 1 1 0 0

９ 新生児聴覚検査事業

（根拠） 福島県新生児聴覚検査事業実施要綱

聴覚障がい児を早期に発見し、早期療養につなげるため、聴覚検査機器を有する産

科医療機関に検査を委託し、新生児に対する聴覚検査を試行的に実施しました。

■新生児聴覚検査結果の状況 単位：人

年度 精密検査対象者 経過観察 異常あり

１７ 1 0 1

（片側性中等度難聴）

１８ 2 1 1

（片側中～高度難聴の疑い） （左感音難聴）

１９ 2 2 0

１０ １０代の性いのち生きいきプロジェクト事業

（１） 県南地域１０代の性いのち生きいきプロジェクト推進会議の開催

思春期保健対策の充実に向けて各関係機関の連携・協力体制を強化し、各種事業

等の有機的な連携や今後の思春期保健対策について検討するための協議を行った。
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■開催状況

□第１回会議

【開 催 日】平成１９年７月９日（月）

【開催場所】県南保健福祉事務所

【議 題】（１）１０代の性いのち生きいきプロジェクト推進会議について

（２）平成１９年度の思春期保健関連事業の概要について

(３) 地域関係機関における思春期保健への取り組み状況について

□第２回会議

【開 催 日】平成２０年２月２１日（木）

【開催場所】県南保健福祉事務所

【議 題】（１）１０代の性いのち生きいきプロジェクト推進事業の実施状況に

ついて

（２）平成１９年度思春期保健教育等の実施状況について

（３）意見交換

〈構成メンバー〉学識経験者、県産婦人科医会、県助産師会、小・中学校校長会、PTA、
青少年健全育成、県学校保健会、NPO、市町村の代表者、教育事務
所長、保健福祉事務所長（２６名）

（２）思春期保健教育教材等の情報提供

学校及び市町村における思春期保健教育や事業の実践を支援するため、各関係機

関における教育・指導用教材等の情報を集約し、保健及び教育機関等に提供しまし

た。

【提供方法】『県南地域思春期保健教育支援ガイドブック』の作成

【配 布 先】教育関係：小学校・中学校・高等学校・養護学校・市町村教育委員会、

教育事務所

医療関係：医師会・助産師会・医療機関相談窓口

保健関係：各市町村

【配布時期】平成２０年３月末

（３）思春期保健教育等の実施状況調査

県南地域の保健・医療・教育関係機関での思春期保健教育や事業の実施状況を把

握し、思春期保健対策の進捗状況を把握・分析しました。

【調査時期】平成２０年１月

【調査対象】県南地域の市町村、中学校・高等学校

（４）思春期保健リーフレットの配布

思春期の子どもたちに性に関する正しい知識を普及・啓発するため、平成17・18

年度の「県南地域思春期保健対策推進事業」で作成したリーフレットを配布しまし

た。

【配 布 先】平成２０年１月

【配布対象者】高校生２・３年生

（５）親支援・性と生のワークショップ〈県教育委員会との共催事業〉

幼児から思春期の子どもを持つすべての保護者、地域の大人を対象に性やいのち

について家庭や地域で子どもたちとどう関わればよいかを主体的に学習するための

ワークショップを県内６会場で開催しました。
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【県南地域開催日時】平成１９年６月１７日（日）

【県南地域開催場所】棚倉町文化センター

【プログラム】 講演「親として子どもに伝えたい生と性」

講師 武蔵野美術大学 非常勤講師 佐藤明子氏

問題提起「１０代の性の現状と課題」県南保健福祉事務所

問題別ワークショップ

思春期子育て相談

Ⅴ－２） 子育て支援環境づくりの推進

管内児童数の推移

平成１７年（2005年）の国勢調査の結果による管内児童数は、29,217人で 管内総人

口153,347人の19.1％を占めています。平成７年（1995年）23.8％、平成１２年（2000

年）21.4％で漸減傾向が続いています。 （参照資料編 表36）

１ 児童手当の支給状況

（根拠） 児童手当法第８条

平成２０年２月末現在の児童手当受給者は11,725人、該当児童16,887人でした。

前年度に比べ受給者は268人（2.2ポイント）、該当児童は474人（2.7ポイント）減少

しました。 （参照資料編 表37）

２ うつくしま子ども夢プランの推進

（根拠） 次世代育成支援対策推進法第９条

うつくしま子ども夢プランを推進するため、市町村等への情報提供、交換を積極的

に行うとともに、子育て支援を進める県民運動事業の一環として、「子育て週間」中

にフォーラムを開催して、関係者の認識の共有と連携の強化を図りました。

・子育ちフォーラム inしらかわの開催
平成１９年５月２０日 ホテルサンルート白河 参加者数 １００人

・市町村、保育所等への情報提供（随時）

また、うつくしま子ども夢プランの進捗にとって、次世代育成支援対策推進法第８

条第１項の規定に基づく市町村行動計画の推進は重要ですが、各市町村が設定した目

標事業量の達成状況は、次表のとおりです。

■県南地域における目標事業量の達成状況

（特定１４事業のうち、各市町村が目標値を設定した事業について、その和を掲載）

通常保育 延長保育 休日保育 放課後児童 一時保育 特定保育

(定員：人） ※１ 健全育成 ※３

計画策定時 16年度 1,718 9（※２） 0 22 4 0

現状 19年度 1,778 5（※２） 0 30 7 0

目標 21年度 2,018 14 2 29 11 1
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病後児保育 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟ 地域子育て つどいの広

（施設型） ｰﾄ･ｾﾝﾀｰ※３ 支援ｾﾝﾀｰ 場

計画策定時 16年度 0 0 1 0

現状 19年度 0 2 2 2

目標 21年度 1 6 11 4

※１ 園長保育以下の事業は、実施施設数で表示。

※２ 16年度の延長保育事業は、特別保育事業における延長保育実施施設数。18年度はソフト交付金

該当事業実施施設数。

※３ 県単補助事業を含む。

３ 保育所指導監査、認可外保育施設調査指導

（根拠） 社会福祉法第７０条 児童福祉法第４６条第１項、第５９条第１項

適正な保育の維持と一層の向上のため、認可保育所への指導監査を行い、また、認

可外保育施設への調査指導を実施しました。

Ⅴ－３） 子育て家庭の支援

母子・寡婦福祉事業

（根拠） 母子及び寡婦福祉法第９条、第１３条

２名の母子自立支援員（うち１名は東白川福祉相談コーナー）と１名の母子福祉協

力員が母子家庭等の生活一般、生活援護、児童等に関する相談を受け付け、援助・指

導を実施しました。

また、経済的、社会的に自立が困難な状況にある母子家庭や寡婦の福祉の向上のため、

母子・寡婦福祉資金の貸付を行いました。

・母子等相談受付件数９２０件（うち東白川福祉相談コーナー５０５件）

（参照資料編 表38,39）

・母子寡婦福祉資金 貸付件数１７件、貸付額8,537千円（前年度比39.2％減）

（参照資料編 表40）

Ⅴ－４） 子育てと仕事の両立支援

１ 保育所の状況

（根拠） 児童福祉法第２４条

管内の認可保育所数は２２ヵ所（分園１ヵ所含む）であり、平成１８年度から変更

ありませんが、平成１９年１０月１日現在の待機児童数は２５名であり、平成１８年

１０月１日現在と比較し３３名の減となったことから、待機児童対策は一定の前進を

見ました。しかし、町村によっては、なお対策の強化が求められています。

２ 保育対策等促進事業等

（根拠） 保育対策等促進事業実施要綱外

子育てと仕事の両立を容易にするとともに、子育てに伴う負担感を緩和し、安心し

て子育てができる環境整備を総合的に推進するため、保育所等が行う保育対策等促進

事業について、実施する市町村に対し補助を行いました。
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また、障がい児保育や乳児保育のための環境改善事業を実施する市町村に県の単独

補助金を交付しました。 （参照資料編 表41）

・一時保育促進事業 ４か所（実施保育所数、以下同じ）

・分園推進事業 １か所

・軽度障がい児保育事業（県単） ４か所

３ 認可外保育施設の状況

（根拠） 児童福祉法第５９条の２

認可外保育施設は、事業所内施設が５か所、その他が６か所の１１か所となってい

ます。 （参照資料編 表42）

Ⅴ－５） 子どもの健全育成の推進

１ わくわく放課後支援事業

（根拠） 福島県わくわく放課後支援事業実施要綱

３の補助要件に満たない放課後児童クラブの運営費について、設置する市町村に対

し補助金を交付しました。

・対象児童クラブ ７か所

２ 放課後児童クラブ障がい児受入支援事業

（根拠） 福島県放課後児童クラブ障がい児受入支援事業実施要綱

児童クラブの障がい児受入を促進するため、これを実施する市町村に対し補助金を

交付しました。

・対象児童クラブ ４か所

３ 児童環境づくり基盤整備事業

（根拠） 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

子育てしやすい環境の整備を図るとともに、児童が健やかに生まれ育つための児童

環境づくりを推進するための経費について、市町村に対し補助金を交付しました。

（参照資料編 表47）

・対象市町村 ４か所

Ⅴ－６） 子どもの権利擁護の推進

要保護対策の推進

（根拠） 児童福祉法第２５条の８他

児童福祉法による一時保護や施設入所等の措置が必要とされる児童について、児

童相談所と連携して、家庭状況の調査や家庭訪問を行うとともに、児童福祉施設の

適切な運営と入所児童の処遇の向上を図るため、必要な指導を実施しています。

（参照資料編 表44,45）

Ⅴ－７） 小児医療体制の充実

１ 小児初期救急医療体制の確保

（根拠） 福島県小児科研修事業実施要綱

県南地域小児救急医療医師研修会開催要領

（１） 県南地域小児救急医療医師研修会
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小児科医不足が深刻化している県南地域における小児初期救急医療体制の充実

を図るため、管内の医師を対象とした小児救急医療医師研修会を開催しました。

・受講者数延べ数１０４名、（全回（５回）受講者１６人）

■研修会の実施状況

研修日時 ※ 研 修 内 容 講 師 名 受講者数

第１回 ８月２９日（水） 子どもをみる時の注意点 福島県立医科大学 32人

教授

第２回 ９月１２日（水） 主訴別対応１ 白河厚生総合病院 20人

発熱、痙攣、発疹 小児科科長

第３回 ９月１９日（水） 主訴別対応２ 白河厚生総合病院 17人

事故、中耳炎 小児科医師

鼠径ヘルニア

第４回 １０月１０日（水） 主訴別対応３ 白河厚生総合病院 13人

下肢痛、血尿、消化器系 小児科医長

呼吸器系

第５回 １０月２４日（水） その他 福島県立医科大学 22人

予防接種、薬の飲ませ方 看護学部教授

薬用量 治療計画

※ 時間はいずれも19:00～21:00

２ 小児医療支援体制確保事業

小児医療関係機関及び小児保護者に対する実態調査を踏まえ、地域における医療・

福祉・保健関 係者の役割分担と連携のありかたを検討しながら、小児医療支援体制

の確保並びに保護者の小児医 療に関する不安の解消に資することを目的として実施

しました。

（１） 実態調査

ア 小児保護者 ６５０人

イ 医療機関 ７０件

（２） 県南地域小児医療支援体制確保事業検討会

第１回

・開催日 平成１９年１２月６日

・出席者 医師会代表、小児科医師、看護師、市町村保健師等 １１名

・内 容 管内小児医療が抱える問題点、保護者の求める支援策等について

第２回

・開催日 平成２０年１月３１日

・出席者 医師会代表、小児科医師、看護師、市町村保健師等 １０名

・内 容 小児医療受診者の保護者に対する支援策等について

（３） 小児医療支援セミナー

・開催日 平成２０年３月４日

・会 場 ホテルサンルート白河

・参加者 保健師、保健推進員、子育てサポーター等 ３４名

・内 容 「救急外来の現状と受診の際のお願い」

・講 師 白河厚生総合病院小児科医師、看護師

（４） 保護者に対する情報の提供

・子ども医療相談手帳の作成・配布 １０，０００部及びホームページへの掲

載
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Ⅵ 高齢者が心豊かに暮らせる社会の推進

Ⅵ－１） 介護保険事業支援計画等の推進

１ 第四次高齢者保健福祉計画及び第三次介護保険事業支援計画の進行管理等

（根拠） 老人福祉法 老人保健法及び介護保険法

（１）県南地方高齢者保健福祉計画等連絡会議の開催

平成１８年度から平成２０年度を計画期間とした第四次福島県高齢者保健福祉計

画及び第三次福島県介護保険事業支援計画について、進行管理を行いました。

・出席者 市町村保健福祉担当課長、医療機関代表者、社会福祉施設代表者、

居宅系サービス提供機関代表者、地域包括支援センター代表者等

・開催日 第１回：平成１９年 ９月２６日

第２回：平成１９年１０月２９日

（２）介護予防講演会の開催

介護予防事業の普及・啓発を図るため、民生委員等を対象とした介護予防に関す

る講演会を開催しました。

・開催年月日 平成２０年２月２７日

・開 催 会 場 白河市東文化センター

・参 加 者 １１６名

・演 題 等 行政説明：「介護予防と民生委員の関わりについて」

講 演：「認知症とうつ、その違いと予防について」

Ⅵ－２） 生きがいづくりと社会参加の促進

１ 百歳高齢者知事賀寿事業

（根拠） 百歳高齢者知事賀寿実施要綱

百歳の高齢者に対し、その長寿を祝い、併せて県民の間に広く老人福祉についての

関心と理解を深めるとともに、老人の健康の増進に努める意欲を高めることを目的に、

知事からの祝状及び記念品を贈呈しました。

・平成１９年度贈呈者数 １８人

（１８年度１６人、１７年度１４人、１６年度７人、１５年度７人）

２ 高齢社会対策推進事業

（根拠） 福島県高齢社会対策推進事業実施要綱

地域福祉推進の主体である市町村に対して、地域の実情に応じたきめ細かなサービ

スを展開できるよう支援し、すべての高齢者が安心して生きいきと暮らせる社会を実

現することを目的に補助金を交付しました。

■高齢社会対策推進事業(市町村別)実施状況

市町村 事 業 名

白河市
高齢者外出支援巡回バス運行事業

高齢者温泉交流健康増進事業

西郷村 高齢者生きがい活動支援事業

泉崎村 筋力アップ事業
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矢吹町
認知症予防教室

転倒骨折予防教室

矢祭町
高齢者のふれあい健康教室

高齢者の安心サポート事業

計 実施市町村数 ５（実施事業数 ８） 補助額 ２，７８１千円

３ 老人クラブ活動等事業

（根拠） 福島県老人クラブ活動等事業実施要綱

老人クラブが行う、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動や、ボ

ランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動等に対し補助金を交付しまし

た。

・実施市町村 ９ 市町村

・補 助 額 ４，７０８ 千円

Ⅵ－３） 健康づくりと介護予防の推進

１ 地域支援事業

（１）地域包括支援センター支援

（根拠）地域包括支援センター機能強化研修開催要項

平成１８年４月の介護保険法改正により、新たに地域支援事業及び新予防給付が

創設されました。地域支援事業は①介護予防事業②包括的支援事業③任意事業から

構成され、市町村及び②の包括的支援事業の委託をうけた者は地域の高齢者ケアを

行う中核機関として地域包括支援センターを設置することができるとされており、

当圏域においても各市町村１か所ずつ設置されました。

そのセンター職員の効率的かつ適正な業務の実施を目的として、研修及び情報交

換会を開催しました。

■開催状況

研修等名・開催日・ 内 容 参加者数
場所

【地域包括支援センタ ①ソーシャルワークについて
ー機能強化研修（圏域 ②介護予防について 26 人
別研修）】 ③地域包括ケアネットワークの構築に向けて （センター
20年 2月14日 ④質疑応答、意見交換 職員及び市
県南保健福祉事務所 町村職員）

【当所地域包括支援セ ①各地域包括支援センターで取り組まれている介
ンター職員等情報交換 護支援専門員支援について 13 人
会】 ②これからの介護支援専門員支援について （センター
20年 1月18日 職員）
県南保健福祉事務所

２ 認知症予防対策事業

（根拠） 福島県認知症予防対策事業実施要綱

認知症高齢者の増加傾向、その予防の重要性の観点から、認知症についての正し

い知識の普及啓発を行うとともに、地域における早期発見・早期対応体制の整備を

行うことを目的として、下記の事業を実施しました。
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(１)認知症予防対策推進会議の開催（平成１６年度設置）

地域における認知症高齢者等の予防・早期発見・早期対応体制の整備を支援する

ため、認知症予防対策の実施、推進について総合的に検討し、認知症予防対策の取

り組みの定着、一層の充実を図るための会議を開催しました。

■認知症予防対策推進会議開催状況

開催年月日・場所 内 容 出席者数

①福島県認知症予防事業について対策につ

19年12月 5日 いて 推進会議

②平成１８年度事業評価について 委員

県南保健福祉事務所 ③平成１９年度モデル市町村実施状況及び 14人

支援状況について

④地域における各関係機関の認知症対策へ

の取り組み状況について（情報交換）

(２)モデル市町村支援

認知症予防対策事業のモデル市町村である西郷村において、認知症予防に関する

講演会を開催するとともに、西郷村が行う「地域型認知症予防プログラム」の実施

に際し、技術支援を行いました。

①認知症予防に関する講演会の開催

・開催年月日 平成１９年７月１２日

・開 催 会 場 西郷村保健福祉センター

・参 加 者 ２４名

・演 題 「地域ですすめる認知症予防」

②技術支援

・支 援 回 数 ３回

・支 援 内 容 「自主活動の進め方等の支援」「ファイブ・コグテストの支援」

「ファシリテーター活動の支援」

Ⅵ－４） 施設医療・介護の充実

老人福祉施設の運営指導及び監査

（根拠） 福島県社会福祉法人・社会福祉施設運営指導及び監査実施要綱

特別養護老人ホーム等の適正な施設運営の確保を図るため、本庁と合同で施設に

対する実地指導及び実地監査を実施しました。

・特別養護老人ホーム ８施設

・養護老人ホーム １施設

・軽費老人ホーム １施設

※特別養護老人ホームについては、介護保険指定事業所等の運営指導及び監査と

同時に実施しました。

Ⅵ－５） 介護保険制度の円滑な運営

１ 介護保険の認定

(１)介護認定審査会の設置
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（根拠） 介護保険法第14条

県南管内は、白河地方広域市町村圏整備組合において介護認定審査を共同処理し

ています。

・白河地方広域市町村圏整備組合

介護保険審査会の設置形態 ８合議体・審査会委員５０人

(２)認定調査員研修事業

（根拠） 福島県認定調査従事者・介護認定審査会委員研修事業実施要綱

認定調査員研修会の開催

認定調査に従事する者が、要介護認定及び要支援認定における公平・公正かつ

適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを

目的に開催しました。

■認定調査員研修会実施状況

開催年月日・場所 内 容 参加者数

①説明「本県における介護保険制度運営状況

20年 3月12日 及び認定状況について」 認定調査員・

②説明「平成１９年度介護認定審査会委員研 市町村等職員

矢吹町文化センター 修会の研修内容伝達」 129人

③講義・演習「認知症高齢者日常生活自立度

と調査項目との関連及び状態の維持・改善

可能性の判断について事例から学ぶ～要介

護１相当と判定された事例から～」

(３)市町村別要介護認定状況

認定者数は年々増加しています。特に、「要介護２～５」の認定者数の増加割

合が高くなっています。

■要介護（要支援）認定者数(市町村別） 単位：人

要支援 要支援 経過的 要介護 要介護 要介護 要介護 要介護 計

１ ２ 要介護 １ ２ ３ ４ ５

白 河 市 208 314 0 186 414 383 379 404 2,288

西 郷 村 37 86 0 44 100 94 90 73 524

泉 崎 村 7 34 0 14 25 37 38 22 177

中 島 村 30 29 0 10 17 21 19 17 143

矢 吹 町 51 97 0 36 86 102 91 69 532

棚 倉 町 39 87 0 44 84 70 90 72 486

矢 祭 町 31 35 0 15 58 41 57 24 261

塙 町 43 65 0 26 78 73 80 57 422

鮫 川 村 20 32 0 15 38 31 37 26 199

H20.3月末 466 779 0 390 900 852 881 764 5,032

H19.3月末 490 713 4 593 799 691 870 667 4,827

H18.3月末 （要支援） 562 1,622 597 580 769 574 4,704

H17.3月末 （要支援） 404 1,577 581 550 634 567 4,313

H16.3月末 （要支援） 401 1,377 622 499 579 548 4,026
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２ 介護保険法事業者指定

介護保険法に基づく事業者指定事務について、平成１９年度における居宅サービス

事業者の数は、介護給付サービスで１事業者、予防給付サービスでは３事業者増えて

います。

施設については、介護療養型医療施設が１箇所廃止されました。

■居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者（みなし指定を除く。）

区 分
20.4.1 19.4.1

増加数 対前年比
現在 現在

居宅介護支援事業者 41 39 2 1.05

居宅サービス事業者 109 110 -1 0.99

訪問介護 32 33 -1 0.97

介 訪問入浴介護 10 10 － 1.00

護 訪問看護 8 9 -1 0.89

給 訪問リハビリテーション 1 1 － 1.00

付 居宅療養管理指導 1 0 1 皆増

サ 通所介護 20 21 -1 0.95ー

通所リハビリテーション 4 4 － 1.00

ビ 短期入所生活介護 10 9 1 1.11

ス 短期入所療養介護 0 0 － －

特定施設入所者生活介護 2 2 1 1.00

福祉用具貸与 10 11 -1 0.91

特定福祉用具販売 11 10 1 1.10

小 計 150 149 1 1.01

介護予防支援事業者 9 9 － 1.00

介護予防サービス事業者 106 103 3 1.03

介護予防訪問介護 30 30 － 1.00

予 介護予防訪問入浴介護 9 9 － 1.00

防 介護予防訪問看護 8 9 -1 0.89

給 介護予防訪問リハビリテーション 1 0 1 皆増

付 介護予防居宅療養管理指導 1 0 1 皆増

サ 介護予防通所介護 20 21 -1 0.95ー

介護予防通所リハビリテーション 4 4 － 1.00

ビ 介護予防短期入所生活介護 10 9 1 1.11

ス 介護予防短期入所療養介護 0 0 － －

介護予防特定施設入所者生活介護 2 2 － 1.00

介護予防福祉用具貸与 10 9 1 1.11

特定介護予防福祉用具販売 11 10 1 1.10

小 計 115 112 3 1.03

合 計 265 261 4 1.02

■施設サービスの状況（みなし指定を除く。） （ ）は入所定員

20.4.1現在 19.4.1現在 増 減 対前年比

介護老人福祉施設 9施設( 650床) 9施設( 650床) ― 1.00(1.00)

介護老人保健施設 4施設( 400床) 4施設( 400床) ― 1.00(1.00)

介護療養型医療施設 3施設( 53床) 4施設( 63床) -1(-10) 0.75(0.84)

合 計 16施設(1,103床) 17施設(1,113床) -1(-10) 0.94(0.99)

※ 介護老人保健施設はｼｮｰﾄｽﾃｲを含んだﾍﾞｯﾄ数（ ｼｮｰﾄｽﾃｲﾍﾞｯﾄ数は特定されていない。）
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３ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査

（根拠） 福島県介護保険施設等指導要綱

介護保険指定事業所等の適正な施設運営の確保を図るため、本庁と合同で事業所等

に対する実地指導及び実地監査を実施しました。

・介 護 保 険 施 設 １０施 設

・居宅サービス事業所 ７事業所

・居宅介護支援事業所 ４事業所

※介護保険施設のうち特別養護老人ホームについては、老人福祉施設の運営指導

及び監査と同時に実施しました。
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Ⅶ 障がい者が自立し社会参加できる社会の推進

Ⅶ－１） ノーマライゼーション理念の普及・啓発の促進

１ 精神保健福祉研修会の開催

（根拠） 平成１９年度精神保健福祉研修会開催要領

関係機関がアルコール依存症の処遇困難な事例を抱え込み、対応に苦慮している現

状がありましたが、今回の講演によりアルコール依存症の基本的な知識を持つことが

でき、関係機関が共通認識のもと対応できるものとなりました。

■市民精神保健福祉研修会の開催参加者数

開催日・場所 主な内容 対 象 者 参加者数

平成19年12月20日（木） ・講演 ・市町村精神保健福祉担

県南保健福祉事務所 「アルコール依存症 当職員

会議室 の対応について」 ・精神科医療機関職員 ４４人

・講師 ・精神保健福祉関係団体

大島クリニック 職員等

院長 大島直和 氏 ・その他

Ⅶ－２） 総合療育体制の推進

１ 障がい児（者）地域療育等支援事業

（根拠） 福島県障がい児（者）地域療育等支援事業実施要綱

受託施設に相談支援アドバイザーを配置し、在宅障がい児(者）地域生活支援事業

として市町村の相談支援体制整備を推進するとともに障がい児等療育支援を実施し

た。

・受託施設名 ２施設（相談支援アドバイザー各１名）

白河こひつじ学園（西郷村 社会福祉法人牧人会運営）

はなわ育成園 （塙 町 社会福祉法人牧人会運営）

・委託料 ６，７２０千円

■受託施設における相談等の実施状況

障がい児(者)専門相 障がい児療育支援事業

区 分 談支援事業

市町村の相 専門性が求

談支援体制 められる相 訪問支援 外来支援 療育機関

受託施設名 への助言・ 談への直接 支援

指導 支援

白河こひつじ学園 １４４ ３４４ ２１ ６ １１

はなわ育成園 １０２ ５６ １２ ９ ９
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Ⅶ－３） 雇用と就労の促進

１ 精神障がい者社会適応訓練事業

（根拠） 福島県精神障害者社会適応訓練事業実施要綱

回復途上の在宅精神障がい者で勤労意欲のある者に、県が委託契約を結んだ事業所

において一定期間、社会生活や就労に適応するための訓練を行い、円滑な社会復帰を

援助しました。

委託料 ２７８千円

■社会適応訓練事業実績

１９年度末登録事業所数 委託事業所数 委託患者数

１６ １ １

２ 障がい者小規模作業所運営事業

（根拠） 福島県障がい者小規模作業所運営事業補助金交付要綱

雇用されることが困難な在宅の障がい者に対し自活に必要な訓練を行うとともに、

就労の場を与えて自活させるための障がい者小規模作業所に財政的支援を行う市町村

に対し、補助金を交付しました。

・実施市町村 ４市町 ４作業所（身体・知的４）

・補助率 ３／１０

・補助額 6,030千円

Ⅶ－４） 自立の支援と社会参加の促進

１ 精神障がい者保健福祉手帳交付

（根拠） 精神保健福祉法第４５条

精神障がい者に対する各種の支援策の活用を容易にし、精神障がい者の自立と社会

参加の促進を図ることを目的に手帳を交付（精神保健福祉センター）しており、手帳

の利用方法や社会資源の活用方法を普及啓発するなど、手帳の普及を図りました。

（参照資料編 表46）

■交付状況 単位：人

１級 ２級 ３級 合 計 不交付

累 計 ６１ ２５６ ８５ ４０２ ０

H19年度 ２４ １２６ ４３ １９３ ０

２ 精神障がい者福祉ホーム運営事業

（根拠） 精神保健福祉法第５０条の２第１項第３号（旧法）

福島県精神障がい者社会復帰施設運営事業費補助金要綱

住居を求めている精神障がい者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用さ

せるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する社会復帰施設である精神障がい者福
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祉ホームについて、社会福祉法人が新設した施設の運営及び利用を支援しました。

・精神障がい者社会復帰施設運営事業補助金

・社会福祉法人真徳会 福祉ホーム「ひもろぎの園」17,468千円（本庁執行）

３ 身体障がい者相談員の配置

（根拠） 身体障害者福祉法第１２条の３

福島県身体障がい者相談員報償金支給要領

身体障がい者相談員を配置し、身体障がい者の更生援護の相談、指導、助言を行

いました。 （参照資料編 表47）

報償費 ２１０千円

■身体障がい者相談員設置人数 平成1９年4月1日現在 単位：人

西 郷 村 1 棚 倉 町 1

泉 崎 村 1 矢 祭 町 1

中 島 村 1 塙 町 1

矢 吹 町 1 鮫 川 村 1

西 白 河 郡 計 4 東 白 川 郡 計 4

白 河 市 2

計 10

４ 知的障がい者相談員の配置

（根拠） 知的障害者福祉法第１５条の２

福島県知的障がい者相談員報償金支給要領

知的障がい者相談員を配置し、知的障がい者の家庭における教育、生活等に関する

相談、指導、助言を行いました。 （参照資料編 表48）

報償費 １２６千円

■知的障がい者相談員設置人数 平成19年4月1日現在 単位：人

西 郷 村 1 棚 倉 町 1

泉 崎 村 1 矢 祭 町

中 島 村 塙 町 1

矢 吹 町 1 鮫 川 村

西 白 河 郡 計 3 東 白 川 郡 計 2

白 河 市 1

計 6

Ⅶ－５） 人権への配慮と医療の確保

１ 精神障がい者の措置入院等に関すること

（根拠） 精神保健福祉法第２３条～第３１条、第３４条

精神障がい者に関する住民、警察官からの通報等を受けて、調査、指定医による

診察、入院措置等を実施しました。
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■精神保健福祉法に基づく申請・通報・届出・診察実施状況 単位：件

申請件数 通報件数 精神病 合計 診察 診察件数 要措

３４ ２３ 警察 検察 保護観 矯正 院管理 不要 １次 ２次 置件

条 条 官 官 察所の 施設 者の届 件数 数

(24条) (25条) 長 ( 2 5条 の長 出件数

の2) (26条)

7 2 1 10 2 8 3 3

■措置入院患者の状況 単位：人

前年度末措置患者数 新規・転入患者数 解除患者数 転出患者数 年度末患者数

3 3

■医療保護入院患者の状況

入院届件数 退院届件数

65 51

２ 精神病院実地指導及び入院者の実地審査

（根拠） 精神保健福祉法第３８条の６

福島県精神病院実地指導要領

精神病院に対する指導監督等の徹底を図るため、一般実地指導、特別実地指導及び

実地審査を実施しました。

・実地指導：３施設（特別２・一般１病院）

・実地審査：措置入院５人 医療保護入院１４人 ３か月後の入院０人

３ 自立支援医療（精神通院医療）認定手続き関係事務

（根拠） 障害者自立支援法第５２条

障害者自立支援法の施行に伴い、これまでの精神障がい者通院医療費公費負担が平

成１８年４月１日から自立支援医療（精神通院医療）に改正されました。

・申請件数 1,109件

・承認件数 1,109件

４ 精神障がい者家族教室の開催

（根拠） 平成１９年度精神障がい者家族教室実施要領

精神障がい者を抱える家族が病気に対する正しい知識と対処方法を学び、家族が抱

える問題等を共有することで家族本来の機能の回復を図り、家族会の活性化を図るこ

とを目的として、精神障がい者地域生活支援センター「生活支援センター・こころん」

との連携のもとに開催しました。

・開催回数 ４日間コースで開催

平成１９年８月２９日、９月１９日、１０月１７日、

１１月２１日

・場 所 生活支援センター・こころん

・参加実人数 ５２人

・参加延人数 ９６人
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Ⅶ－６） 在宅福祉サービスの充実

１ 重度障がい者支援事業

（根拠） 福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱

重度心身障がい者に係る医療費等についての支援（以下の（１）～（３）の事業）

を行った市町村に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／２

・補助額 138,310千円

（１） 重度心身障がい者医療費補助事業

重度心身障がい者の健康保持と福祉増進を図るため、医療費自己負担額につ

いての助成を行った市町村に対して、補助金を交付しました。

（２） 在宅重度障がい者対策事業

日常生活において、常に医療的処置を必要とする在宅重度障がい者への治療

材料等の給付を行った市町村に対して、補助金を交付しました。

（３） 人工透析患者通院交通費補助事業

人工透析を受けている通院患者の通院に要する費用の助成を行った市町村に

対して、補助金を交付しました。

２ 特別障害者手当等の支給事業

（根拠） 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要

する障がい者等に対して、特別障がい者手当等を支給し、その負担の軽減を図りまし

た。

・支給総額 22,850千円

■特別障害者手当等受給者数 平成20年3月31日現在 単位：人

市町村 特別障害者手 障害児福祉手 福祉手当（経過 計

当受給者数 当受給者数 措置）受給者数

白河市（参考） 35 33 4 72

西 郷 村 3 10 1 14

泉 崎 村 5 4 1 10

中 島 村 1 3 1 5

矢 吹 町 9 7 2 18

棚 倉 町 3 7 1 11

矢 祭 町 7 4 11

塙 町 8 6 2 16

鮫 川 村 9 4 13

計 80 78 12 170

19年度月額 @26,440円 ＠14,380円 ＠14,380円

３ 身体障がい者訪問診査事業

（根拠） 身体障害者福祉法第１７条の２

身体障がいにより日常生活に著しい支障のある在宅の重度障がい者に対して医師

等を派遣して診査及び更生相談を実施する町村に対して負担金を交付しました。

・実施町村 １町

・負担率 １／４

・負担額 90千円
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４ 地域活動支援センター運営事業

（根拠） 福島県地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱

創作的活動又は生産活動の機会の提供等、障がい者の社会参加の促進を図るた

めの地域活動支援センターの運営への補助等を行う市町村に対し、補助金を交付

しました。

・実施市町村 ９市町村（２センター）

・補助率 ３／１０

・補助額 3,960千円

※自立支援給付費負担金関係事業

５ 自立支援給付費負担事業（障害福祉サービス費等）

（根拠） 福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

障がい者及び障がい児が障害福祉サービスを受けた場合、市町村が支弁する介

護給付費等に対して負担金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・負担率 １／４

・負担額 230,190千円

■障害福祉サービス費等対象者延人員

事 業 種 別 対象者延人員（人）

居宅介護 ９７４

行動援護 ４５

児童デイサービス ２，５６７

短期入所 ８０４

共同生活援助 ２，５２１

重度訪問介護 ２３

療養介護（医療を除く） ３３

生活介護 ２６４

重度障害者等包括支援 ０

共同生活介護 ６７

施設入所支援 ４０２

自立訓練 ０

就労移行支援 ３１８

就労継続支援 ８８２

旧法施設支援 １３，１３６

高額障害福祉サービス ３４

サービス利用計画書作成 ４２

特定障害者特別給付 １１，３８４

特例特定障害者特別給付 ０

合 計 ３３，４９６

６ 自立支援給付費負担事業（自立支援医療（更生医療））

（根拠） 福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

身体障がい者が自立支援医療（更生医療）を受けた場合、市町村が実施する給

付事業に対して負担金を交付しました。

・実施市町村 ８市町村

・負担率 １／４
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・負担額 12,506千円

・対象者延人員 ２９９人

７ 自立支援給付費負担事業（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費）

（根拠） 福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

障がい者が療養介護医療を受けた場合、市町村が実施する給付事業に対して負

担金を交付しました。

・実施市町村 ４市町村

・負担率 １／４

・負担額 1,425千円

・対象者延人員 ３３人

８ 自立支援給付費負担事業（補装具費）

（根拠） 福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

市町村が実施する、身体障がい者のための補装具費給付事業に対して負担金を交

付しました。

・実施市町村 ９市町村

・負担率 １／４

・負担額 6,197千円

・対象者延人員 ２５８人

■補装具費給付状況

区 分 購入件数 修理件数 計

義 肢 ６ １１ １７

装 具 １９ １１ ３０

座位保持装置 ５ １ ６

盲人安全つえ ２ ０ ２

義 眼 ０ ０ ０

眼 鏡 ２ ０ ２

補聴器 ２６ １２ ３８

車いす １８ １７ ３５

電動車いす ０ ２ ２

座位保持いす ０ ０ ０

起立保持具 ０ ０ ０

歩行器 ２ ０ ２

頭部保持具 ０ ０ ０

排便補助具 ０ ０ ０

歩行補助つえ ０ ０ ０

重度障がい者用意思伝達装置 ０ ０ ０

計 ８０ ５４ １３４

※地域生活支援事業補助金関係

９ 地域生活支援事業（相談支援事業）

（根拠） 福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が行う障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な

情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行う事業に対して、補助金を交付しま

した。
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・実施市町村 ３市町村

・補助率 １／４

・補助額 295千円

１０ 地域生活支援事業（日常生活用具給付等事業）

（根拠） 福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又

は貸与を行う事業に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／４

・補助額 4,677千円

■日常生活用具給付状況

区 分 件数 区 分 件数

特殊寝台 2 盲人用体温計（音声式）

特殊マット 4 盲人用体重計 2

特殊尿器 携帯用会話補助装置 1

入浴担架 情報・通信支援用具

体位変換器 1 点字ディスプレイ

移動用リフト 点字器

訓練いす（児のみ） 1 点字タイプライター

訓練用ベット（児のみ） 視覚障害者用ポータブルレコーダー 2

吸入器 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 2

入浴補助用具 5 視覚障害者用拡大読書器 1

便器 盲人用時計 4

Ｔ字状・棒状のつえ 1 聴覚障害者用通信装置 2

歩行支援用具 1 聴覚障害者用情報受信装置 1

頭部保護帽 4 人口喉頭 4

特殊便器 福祉電話（貸与）

火災警報器 3 ファックス（貸与）

自動消火器 1 視覚障害者用ワードプロセッサー

電磁調理器 1 点字図書 2

歩行時間延長信号機用小型送信機 ストーマ装具 1,534

聴覚障害者用屋内信号装置 1 紙おむつ等

透析液加湿器 1 収尿器

ネブライザー（吸引器） 6 居宅生活動作補助用具 1

電気式たん吸引器 1

酸素ボンベ運搬車 計 1,589

１１ 地域生活支援事業（移動支援事業）

（根拠） 福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行う

事業に対して、補助金を交付しました。
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・実施市町村 ８市町村

・補助率 １／４

・補助額 948千円

１２ 地域生活支援事業（地域活動支援センター機能強化事業）

（根拠） 福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の

便宜を図る地域活動支援センターについて市町村が行う機能強化事業に対して、補

助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／４

・補助額 1,651千円

１３ 地域生活支援事業（その他の事業）

（根拠） 福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村の判断により、障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに行った事業に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／４

・補助額 5,151千円

※福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金関係

（障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和、新たな事業に直ちには移行できない事業

者の経過的な支援等新法への円滑な移行の促進を図るため、県に設置した基金により、

障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援す

ることを目的とする。）

Ⅶ－７） 障がい者の地域生活移行の促進

１ 県南障がい保健福祉圏域プランの実施

（根拠） 障がい者基本法第７条の２第２項

「ともに生きる社会」の実現を目指して、平成１６年９月２７日策定された第２次

福島県障がい者計画において、地域生活への移行促進という観点から圏域毎に設定

された数値目標にそって、サービス提供基盤の整備に努めました。

２ 矢祭町障がい者自立支援センターの整備

（根拠）障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金（障害者自立支援基盤整備事業）

社会福祉法人、特定非営利活動法人、市町村等が障害者自立支援法に基づく新体系

へ移行する場合に必要となる施設の改修又は増築の経費に対する助成をすることによ

り、新体系におけるサービスを実施するための基盤整備の促進することを目的とし施

設整備を行いました。
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・実 施 主 体 矢祭町

・施設の名称 矢祭町障がい者自立支援通所施設 （旧幼稚園の改修)

・施 設 種 別 生活介護・就労継続支援Ｂ（定員１０名）

・運 営 主 体 ＮＰＯ法人レスポアールやまつり

・開 所 日 平成２０年４月１日

・施設整備事業費 24,405千円

・施設整備補助金額 20,000千円（本庁執行） 10/10補助 上限額

３ 地域活動支援センターへの相談室整備

（根拠）障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金（障害者自立支援基盤整備事業）

社会福祉法人、特定非営利活動法人、市町村等が障害者自立支援法に基づく新体系

へ移行する場合に必要となる施設の改修又は増築の経費に対する助成をすることによ

り、新体系におけるサービスを実施するための基盤整備の促進することを目的とし施

設整備を行いました。

・実 施 主 体 特定非営利活動法人ウッドピアはなわ

・施設の名称 ウッドピアはなわ (相談室の整備)

・運 営 主 体 ＮＰＯ法人レスポアールやまつり

・施 設 種 別 相談支援事業所

・事業開始日 平成２０年４月１日

・施設整備事業費 462千円

・施設整備補助金額 462千円（本庁執行） 10/10補助

４ 障害福祉サービス事業所の整備

（根拠）福島県社会福祉施設等（自立支援関連施設）施設整備費及び設備整備費負担

（補助）金交付要綱

市町村、社会福祉法人等が、直接又は間接に国庫負担（補助）金交付の対象とな

る社会福祉施設等（自立支援関連施設）の整備事業を行う場合に補助金の対象とし、

施設整備を行いました。

・実 施 主 体 （社福）鮫川福祉会

・施設の名称 鮫川たんぽぽの家（移転改築）

・施 設 種 別 多機能型施設 （定員２５名）

（自立訓練「生活訓練」9・就労移行支援6・就労継続支援（Ｂ型）10）

・開 所 日 平成１９年１１月１２日（旧体系 知的障がい者授産施設）

・新体系移行 平成２０年２月１日

・施設整備事業費 総事業費 138,516千円

・施設整備補助金額 平成18年度 18,983千円 平成19年度 75,935千円

（本庁執行） 国1/2 県1/4

５ 社会福祉施設等（自立支援関連施設）施設の整備

（根拠）福島県社会福祉施設等（自立支援関連施設）施設整備費及び設備整備費負担

（補助）金交付要綱

市町村、社会福祉法人等が、直接又は間接に国庫負担（補助）金交付の対象とな

る社会福祉施設等（自立支援関連施設）の整備事業を行う場合に補助金の対象とし、

施設整備を行いました。
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・実 施 主 体 （社福）牧人会

・施設の名称 白河めぐみ学園

・施 設 種 別 知的障がい児入所施設

・整備の内容 屋根の改修、窓の改修

・竣工年月日 平成２０年３月２０日

・施設整備事業費 総事業費 55,153千円

・施設整備補助金額 39,790千円

（本庁執行） 国1/2 県1/4

６ 精神障がい者地域生活移行促進事業

（根拠） 福島県精神障がい者地域生活移行理解促進基礎研修実施要領

精神障がい者地域生活移行促進事業を展開していくため、精神障がい者に関する基

礎研修の開催や地域との交流等を実施することにより、精神疾患及び精神障がいに対

する正しい理解の促進を図り、地域生活移行促進の円滑かつ効果的な実施に資する研

修会を開催しました。

（１）基礎研修の開催内容

開催日・場所 主な内容 対象者 参加者数

平成20年2月15日 講演１ 市町村精神保健

（金） 「精神障がい者の特性を理解する～ 福祉担当職員、 ３２ 人

県南保健福祉事 主な疾患の基礎知識を深める～」 精神科医療機関

務所 会議室 講師 県立矢吹病院院長 横山 昇 職員、精神保健

講演２ 福祉関係団体職

「『精神障がい者地域生活移行促進 員、市町村民生

事業』の成果と課題」 児童委員、職親

講師 生活支援センターこころん 連絡協議会等

精神保健福祉士 小川弘一

７ 地域生活移行促進調整会議の設置

（根拠） 福島県地域生活移行促進プログラム

県南障がい保健福祉圏域地域生活移行促進調整会議設置要綱

福島県地域生活移行促進プログラムに基づき県南障がい保健福祉圏域における障が

い者施設入所者の地域生活への移行を円滑に進めるため、地域生活移行調整会議を設

置し、地域生活移行促進調整会議を開催ました。

■構成員

・事業者関係（27）・行政関係(10) ・その他 ( 3)・事務局 ( 4) 計４４名
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■地域生活移行調整会議の開催

開催日・場所 主な内容 参加者数

平成１９年７月４日 １ 県南圏域における地域生活移行の促進について

県南保健福祉事務所 ２ 各施設の取り組み状況について ２３人

会議室 ３ 県南圏域における相談支援について

４ その他

平成１９年９月２５日 １ 講話「障がい者の地域生活移行促進に当たっての課

県南保健福祉事務所 題等について」 ３７人

会議室 福島県地域生活移行アドバイザー 斎藤研一氏

２ 県南圏域における地域生活移行の状況について

３ 障がい者工賃向上計画について

４ その他

平成１９年１１月２９ １ 市町村相談支援体制について

日 ２ 地域自立支援協議会について １０人

県南保健福祉事務所 ３ 意見交換

会議室

平成２０年３月３日 １ 障がい者支援施設入所者の退所の状況について

県南保健福祉事務所 ２ 地域生活移行に関する施設入所者の意向調査結果に ３７人

会議室 ついて

３ 県南障がい保健福祉圏域の社会資源について

４ 意見交換
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Ⅷ 保健・医療・福祉のさらなる推進

Ⅷ－１） 健康危機管理の体制整備

１ 健康危機管理体制の整備充実

（根拠） 健康危機管理マニュアル

新潟中越地震(H.16.10.)・新潟中越沖地震(H.19.7.）や台風等の自然災害、高病原

性鳥インフルエンザ等をはじめとする感染症などの健康危機管理事例が発生する中、

災害時救急医療連絡体制や所内体制整備し、対応能力向上を図りました。

Ⅷ－２） 情報ネットワークの構築

１ ホームページ管理運営事業

保健・医療・福祉に関する県民にとって身近で有意な情報を適時、速やかに提供す

るとともに、多岐にわたる保健福祉事務所の業務を容易に理解出来るよう当事務所の

ホームページを積極的に有効活用し、広報の充実を図りました。

・ホームページアクセス件数 16,243件（前年度比1,534件減）

１４年度 3,200件 １５年度 2,900件 １６年度 9,566件

１７年度 10,322件 １８年度 17,777件

２ 社会関係及び保健衛生統計調査

（根拠） 統計法

国の厚生行政施策の基礎資料を得るための各種厚生統計調査について、厚生労働

省から委託を受けて実施しています。

衛生行政報告例、福祉行政報告例、患者調査、医療施設静態調査、人口動態調査

等の月報、年度報の報告を適正に行いました。

※主な厚生統計調査

①国民生活基礎調査（世帯票・健康票・介護票・所得票）

②第６回２１世紀成年者縦断調査

③第３回中高年縦断調査

④社会福祉施設等調査

⑤介護サービス施設・事業所調査

⑥病院報告

Ⅷ－３） サービス総合化のシステムの確保

１ 県南地域保健医療福祉推進会議

（根拠） 福島県県南地域保健医療福祉推進会議設置要綱

県南保健医療福祉推進会議は、県南地域における「安心して暮らし ともに生きる

健康福祉社会の実現」に向け、保健・医療・福祉が連携し、地域の実情に即した総合

的・一体的な施策展開を図ることを目的として設置しています。

平成１９年度は、県南地域保健医療圏計画の進捗状況、第五次福島県医療計画案等

について審議を行いました。

ア 第１回県南地域保健医療福祉推進会議 平成１９年１１月２日
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・第四次福島県保健医療計画「うつくしま保健医療福祉プラン２１（県南圏域

計画）」の進行管理について

・平第五次福島県医療計画（仮称）一次案について

・「健康ふくしま２１計画」見直し案について

・福島県医療費適正化計画(一次案)について

イ 第２回県南地域保健医療福祉推進会議 平成２０年１月２９日

・県南保健福祉事務所の健康づくりの取組状況について

・第五次福島県医療計画（仮称）（二次案）について

・「健康ふくしま２１計画」改定（案）について

・福島県医療費適正化計画(案)について

Ⅷ－４） 保健・医療・福祉における研修の推進

１ 地域保健福祉活動推進研修

（根拠） 地域保健福祉活動推進研修実施要領

市町村及び関係機関等において地域保健福祉事業及び活動に従事する関係者の資

質の向上を図り、地域保健福祉対策が推進することを目的に開催しました。

① 高齢者を支える対人援助職者の心の健康づくり研修会

・開 催 日：平成１９年１１月１日外２日

・講 演：「高齢者を支える対人援助職者の心の健康づくり」

（講師：県立医科大学看護学部教授）

「ストレスマネジメント～自分でできる“こころとからだ”のメン

テナンス～」

（講師：県立医科大学付属病院臨床心理士）

・グループワーク：「本来の援助を考える～援助者の責任と境界・限界を知

る～」

（講師：臨床心理士）

・参加者数：延べ７８人（居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支

援センターの職員等）

② 児童福祉施設における感染対策研修会

・開 催 日：平成１９年１２月２１日

・講 演：「施設における感染予防対策と感染症発生時の対応について」

（講師：東北大学大学院教授）

・参加者数：２９人（認可保育所、認可外保育所、障がい児施設等の職員）

③ 児童虐待防止リーダー研修会

・開 催 日：平成２０年１月１５日

・講 演：「児童虐待防止と児童委員の役割」

（講師：県中児童相談所専門心理判定員）

「児童虐待の現状」

（講師：県中児童相談所主任児童福祉司）

・参加者数：６０人（民生・児童委員）
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④ 特定健康診査・保健指導関連研修

・開 催 日：平成１９年７月２５日外２日

・講 演：「特定健康診査等実施計画策定手順について」

（講師：福島県国保連合会職員）

「平成２０年度からの特定健康診査について」

（講師：福島県保健衛生協会職員）

「特定健康診査・保健指導の全体の流れ」

（講師：県南保健福祉事務所職員）

「生活習慣病予防のための健診・保健指導に関する企画・評価

研修について」

（講師：県南保健福祉事務所職員）

・演 習：「特定健診・保健指導計画策定」

（講師：福島県国保連合会職員）

・情報交換：「管内市町村の現状及び課題について」

・参加者数：延べ１０４人（市町村職員）

２ 地域在宅ケア研修

（根拠） 地域在宅ケア研修会実施要領

専門的な支援を必要とする在宅の難病患者のニーズに対する効果的な・効率的な

サービスを提供するため、実践事例を中心とした研修会を開催しました。

・開 催 日：平成２０年２月２６日

・講演及び演習：「筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病等で嚥下障害のあ

る患者の食事」

（講師：特別養護老人ホーム管理栄養士）

・参加者数：６５人（地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看

護ステーション等の職員）

Ⅷ－５） 保健・医療・福祉の人材の確保と資質の向上

１ 医師臨床研修「地域保健・医療」

（根拠） 医師法

平成１６年度から医師臨床研修制度に基づく「地域保健・医療」研修がスタートし

たことに伴い、臨床研修病院から研修医を受入れ、当事務所における研修プログラム

に基づき、県南地域の保健・医療の現状を踏まえながら地域保健・医療研修の充実に

努めました。

・研修医 ５人

・研修時期 平成１９年５月～平成１９年１２月

・研修期間 ２週間
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２ 実習生に対する教育・実習指導

（根拠） 福島県保健医療福祉関係実習生受入実施要綱

保健福祉事務所の実習を通して、地域保健福祉活動の理解を深めることを目的に、

保健医療・福祉学生等の実習指導を行いました。

■ 実習生受入状況

養成施設名 実習人数 実 習 期 間

新潟大学医学部 １人 1 9年 8月 2 1日～ 8月 2 2日

福島県立医科大学看護学部 １５人
１９年５月２１日

１９年６月１４日

ポラリス保健看護学院 ５人 １９年５月２１日

東日本国際大学福祉環境学部 １人 1 9 年 9 月 5 日 ～ 9 月 2 1 日

郡山女子大学家政学部 ２人 1 9 年 9 月 3 日 ～ 9 月 7 日
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